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中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会（第２０回） 

 

１．日 時   平成２２年３月１２日（金）１４：００～１７：１５ 

２．場 所   三田共用会議所 Ｄ・Ｅ会議室 

３．出席委員   委 員 長  森田 昌敏 

         委  員  佐藤  洋 

         臨時委員  上路 雅子      五箇 公一 

白石 寛明      染  英昭 

               中杉 修身      中野 璋代 

               花里 孝幸      眞柄 泰基 

               山本 廣基      渡部 徳子 

         専門委員  安藤 正典      井上 隆信 

               内田 又左衞門    中村 幸二 

               根岸 寛光      吉田 緑 

 （欠席は、井上臨時委員、細見臨時委員） 

 

 環境省 

  水環境担当審議官、農薬環境管理室長、農薬環境管理室農薬企画・調査係長、農薬環境管理

室主査、農薬環境管理室員 

 

５．議 題 

 （１）水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定につ

いて 

 （２）水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について 

 （３）その他 

 

６．配布資料 

  資料１ 中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿 

  資料２ 中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会（第１９回）議事録（案） 

  資料３ 諮問書（写）及び付議書（写） 

  資料４ 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定

に関する資料 

  資料５ 水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料 

参考資料１ 中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会（第１９回）議事要旨 

参考資料２ 水質汚濁に係る農薬登録保留基準に関する安全性評価及び基準値設定の方針

（平成２０年２月２２日土壌農薬部会資料） 

  参考資料３ 農薬評価書 イソプロチオラン（食品安全委員会資料） 

  参考資料４ 農薬評価書 エスプロカルブ（食品安全委員会資料） 

  参考資料５ 農薬評価書 カフェンストロール（食品安全委員会資料） 

  参考資料６ 農薬評価書 グルホシネート（食品安全委員会資料） 

  参考資料７ 農薬評価書 シラフルオフェン（食品安全委員会資料） 

  参考資料８ 農薬評価書 スピネトラム（食品安全委員会資料） 

  参考資料９ 農薬評価書 プレチラクロール（食品安全委員会資料） 

  参考資料10 農薬評価書 プロピリスルフロン（食品安全委員会資料） 

資料２ 
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  参考資料11 農薬評価書 ブロモブチド（食品安全委員会資料） 

  参考資料12 ゴルフ場使用農薬の暫定指導指針の改正について 

 

７．議  事 

【農薬環境管理室長】 定刻となりましたので、ただいまから土壌農薬部会農薬小委員会（第２

０回）を開催させていただきます。 

 委員の出欠確認の前に、新たに農薬小委員会にご所属いただくことになりました委員の先生に

ついて御紹介いたします。御紹介の後、一言ごあいさつをお願いします。後退任された花井委員

の御後任で、新たに農薬小委員会にご所属いただくことになりました内田又左衞門専門委員でご

ざいます。 

【内田専門委員】 農薬工業会事務局長の内田といいます。この度この委員に加わらせていただ

きました。よろしくお願いいたします。 

【農薬環境管理室長】 それでは、まず初めに委員の出欠確認をお願いします。 

【農薬環境管理室主査】 本日の委員の出欠でございますが、井上臨時委員、細見臨時委員より

御欠席するとの連絡をいただいております。したがいまして、本日は１８名の委員に御出席いた

だく予定となっております。 

 委員、臨時委員総数１４名のうち、１２名の御出席をいただいており、小委員会開催の要件、

定足数８名を満たしておりますことを御報告いたします。 

【農薬環境管理室長】 続きまして、本日の配付資料について御確認をいただきたいと思います。 

【農薬環境管理室農薬企画・調査係長】 議事次第の記載にございます配付資料の一覧に従いま

して、資料の確認をお願いいたします。 

 まず、資料１として、農薬小委員会委員名簿。資料２として、中央環境審議会土壌農薬部会農

薬小委員会（第１９回）の議事録（案）。資料３として、諮問書の写し及び付議書の写し。資料

４として、水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に

関する資料。資料５として、水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設

定に関する資料。 

以降が、参考資料でございますけれども、参考資料１として、農薬小委員会（第１９回）の議

事要旨。参考資料２が、水質汚濁に係る農薬登録保留基準に関する安全性評価及び基準値設定の

方針、こちらは平成２０年の土壌農薬部会の資料でございます。続いて、参考資料３が食品安全

委員会の資料でございますけれども、イソプロチオランの農薬評価書。参考資料４として、農薬

評価書エスプロカルブ。参考資料５として、農薬評価書カフェンストロール。参考資料６として、

農薬評価書グルホシネート。参考資料７として、農薬評価書シラフルオフェン。参考資料８とし

て、農薬評価書スピネトラム。参考資料９が、農薬評価書プレチラクロール。参考資料１０が、

農薬評価書プロピリスルフロン。参考資料１１、農薬評価書ブロモブチド。最後に、参考資料１

２が、ゴルフ場使用農薬の暫定指導指針の改正について。 

以上が資料でございます。 

 また、委員のお手元には審議会や検討会の報告事項をつづっております紙のファイルがござい

ます。こちらは審議会終了後も置いていっていただければと思います。 

 以上です。 

【農薬環境管理室長】 もし足りないものがございましたら、事務局までお申し出ください。特

にないようでしたら、議事に入らせていただきます。森田委員長に議事進行をお願いいたします。  

【森田委員長】 本日は皆様、御多用中のところ御出席いただきまして、ありがとうございます。 

 本日の農薬小委員会は、議事次第にございますように、主に二つの議題に関する審議が予定さ

れております。慎重かつ御活発な御審議をお願いいたします。 
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 まず、本日の審議の公開についてお話をしておきたいと思います。 

土壌農薬部会の運営方針では、審議中の答申、非公開を前提に収集したデータが記載されてい

る資料など、公開することにより公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある資料や、

公開することにより特定の者に不当な利益もしくは不利益をもたらすおそれがある資料などは、

委員長の判断に基づいて非公開とするとされています。 

今回の農薬小委員会では、申請者から提出された農薬の毒性試験報告書など、企業秘密に当た

る資料を使用しないことから、非公開の理由に当たらないため、本日の農薬小委員会については

公開とさせていただきます。 

 さて、議事に先立ちまして、前回１２月４日に開催いたしました第１９回小委員会の議事要旨

の確認をやりたいと思います。事務局の方から御説明をお願いいたします。 

【農薬環境管理室主査】 中央環境審議会土壌農薬部会の運営方針では、議事要旨については、

委員長に了解をいただければ公開できることとなっております。 

本日の参考資料１にございますが、参考資料１の内容で、既に環境省のホームページで公開し

ておりますので御報告いたします。 

【森田委員長】 よろしいでしょうか。 

 続きまして、前回議事録についてであります。こちらにつきましては、事前にメールで各委員

確認済みとのことですが、資料２で配付しております。ご覧になって特段の意見はございますで

しょうか。よろしいでしょうか。事前に委員の先生方には見ていただいていることとは思います

が。  

（異議なし） 

【森田委員長】 それでは、特段の御意見がないようでございますので、これで承認されたとい

うことにしたいと思います。 

なお、これらにつきましては、土壌農薬部会の運営方針に基づき、公開することとなります。 

 それでは、これから議事に入りますが、初めに農薬小委員会の決議の取り扱いについての御説

明をさせていただきます。 

 「中央環境審議会土壌農薬部会の小委員会の設置について」の土壌農薬部会決定により、農薬

小委員会の決議は部会長の同意を得て、土壌農薬部会の決議とすることができることとなってお

ります。 

したがいまして、この農薬小委員会の後には、農薬登録保留基準設定のための土壌農薬部会は

招集せず、土壌農薬部会の松本部会長の了解をいただいて、部会としての結論としていくことに

なります。 

 それでは、これから議事次第に従って議事を進めたいと思います。 

 最初に諮問書の紹介になりますが、「農薬取締法第３条第２項の規定に基づき環境大臣が定め

る基準の設定について」の件につきまして、２月１６日付けで環境大臣から諮問があり、同日付

けで土壌農薬部会に付議されております。 

事務局から諮問書の御紹介をお願いいたします。 

【農薬環境管理室農薬企画・調査係長】 それでは、資料３をご覧ください。１ページ目でござ

いますけれども、平成２２年２月１６日付けで、環境大臣から中央環境審議会会長に対して、以

下のとおり諮問がされております。 

 「農薬取締法第３条第１項第４号から第７号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定

める等の件」について、（１）別紙１の農薬に関し、告示第３号の環境大臣が定める基準を設定

すること。（２）別紙２の農薬に関し、告示第４号の環境大臣が定める基準を設定することにつ

いて貴審議会の意見を求めるとしております。 

 １ページめくっていただきますと、裏面が告示第３号の環境大臣が定める基準でございまして、
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水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準でございます。次の別紙２が、水質汚濁に係る農

薬登録保留基準でございます。もう１ページめくっていただきまして、裏面になりますけれども、

４ページ目が付議書でございまして、中央環境審議会会長から中央環境審議会土壌農薬部会長に

対して、今、御説明した諮問事項について付議がされております。 

 以上でございます。 

【森田委員長】 ありがとうございました。今の御説明に対しまして、御質問ございますでしょ

うか。よろしいでしょうか。 

（発言なし） 

【森田委員長】 それでは早速ですけれども、議題の（１）に入りたいと思います。 

 「水産動植物の被害防止に係る農薬の登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定につい

て」の審議に入ります。 

 この件につきましては、農薬小委員会に先立ちまして、「水産動植物登録保留基準設定検討

会」において、基準値設定の根拠となる農薬登録申請者から提出された試験結果や公表文献等、

情報の精査を行うとともに、これらのデータに適用する不確実係数等を設定し、基準値の案を策

定していただいております。 

 それでは、事務局の方から資料の説明をお願いいたします。 

【農薬環境管理室農薬企画・調査係長】 それでは、個別の剤について、検討いただきたいと思

います。資料４をご覧ください。 

 まず、資料４に沿って、１剤ごとに説明させていただきます。まず１枚めくっていただきまし

て、１番目のエトキサゾールから御説明いたします。 

エトキサゾールは殺ダニ剤でございまして、ハダニに対する脱皮阻害作用による殺虫活性及び

孵化阻止作用による殺卵活性を有する農薬でございます。本邦での初回登録は１９９８年でござ

いまして、登録は水和剤やくん煙剤。適用作物は果樹、野菜、豆、花き、樹木等に適用がござい

ます。物質概要と各種物性については、資料に記載のとおりでございます。 

 １ページめくっていただきまして、Ⅱ．水産動植物への毒性について御説明いたします。 

まず初めに、１．魚類を用いた急性毒性試験の結果でございます。供試生物にコイを用いて、

魚類急性毒性試験を実施しておりまして、９６時間ＬＣ５０が６３０μｇ／Ｌという結果でござ

いました。 

 続きまして、甲殻類の試験結果でございます。オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害

試験を実施しておりまして、４８時間ＥＣ５０が１５．９μｇ／Ｌという結果でございました。 

続いて次のページにまいりまして、藻類の試験結果でございます。シュードキルクネリエラを

用いて藻類の生長阻害試験を実施しておりまして、試験の結果、７２時間ＥｒＣ５０が３，９０

０μｇ／Ｌ超という結果でございました。 

 １ページめくっていただきまして、Ⅲ．環境中予測濃度でございます。 

１．製剤の種類及び適用農作物等でございますが、本農薬の製剤として水和剤、くん煙剤があ

り、果樹、野菜、豆、花き、樹木等に適用がございます。 

環境中予測濃度の算出としましては、非水田使用時の予測濃度を算出しておりまして、表４に

記載しました使用方法及びパラメーターを用いて、環境中予測濃度が最も高くなる値が、算出結

果として０．００５５μｇ／Ｌでございました。 

 次のページにまいりまして、Ⅳ．総合評価でございます。 

（１）の登録保留基準値案でございますけれども、各生物種のＬＣ５０及びＥＣ５０は以下のと

おりでございました。これらの試験結果から、それぞれ急性影響濃度を算出いたしまして、最も

小さくなる甲殻類の急性影響濃度から、登録保留基準値１．５μｇ／Ｌを基準値案としておりま

す。 
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（２）のリスク評価でございますけれども、環境中予測濃度は非水田ＰＥＣＴｉｅｒ１で０．０

０５５μｇ／Ｌでございましたので、登録保留基準値案、１．５μｇ／Ｌを下回っているという

結果になっております。 

以下の検討経緯は、参考でございます。以上です。 

【森田委員長】 ありがとうございました。今の御説明に対しまして御質問、御意見ございます

でしょうか。 

【五箇臨時委員】 質問とかじゃなくて、薬に対するコメントですけれども、これも昆虫類及び

ダニ類の脱皮阻害剤ということで、昆虫の表皮をつくっておりますキチンを合成する酵素を阻害

するということで、生長過程において作用します。したがってミジンコについてもその脱皮に際

して非常に強い作用を示しますので、このように非常にミジンコに対して高い毒性を示すという

薬になっています。薬に関する説明でした。 

【森田委員長】 よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

【森田委員長】 それでは、原案どおりご承認をいただいたことにしたいと思います。 

 では、引き続いて次の剤をお願いいたします。 

【農薬環境管理室農薬企画・調査係長】 ６ページ目でございます。カルブチレートについて御

説明いたします。 

Ⅰ．評価対象農薬の概要でございますけれども、１．物質概要については記載のとおりです。 

２．開発の経緯等でございますが、カルブチレートは非ホルモン型吸収移行性の尿素系の除草

剤でございまして、雑草の光合成阻害により除草活性を有しております。本邦での初回登録は１

９８２年でございます。製剤は粒剤や水和剤で、適用作物は樹木としてございます。 

３．各種物性については、資料に記載のとおりでございます。 

次のページにまいりまして、Ⅱ．水産動植物への毒性について御説明いたします。 

（１）魚類急性毒性試験。表１に急性毒性試験の結果を記載しておりますけれども、コイを用

いた魚類急性毒性試験の結果、９６時間ＬＣ５０が７，２６０μｇ／Ｌ超でございました。 

続きまして、甲殻類の試験結果でございます。表２に記載しておりますけれども、オオミジン

コを用いて急性遊泳阻害試験を実施しておりまして、４８時間ＥＣ５０が９，８９０μｇ／Ｌ超

という結果でございました。 

次のページにまいりまして、藻類の試験結果でございます。表３に結果を記載しておりますけ

れども、７２時間ＥｒＣ５０が１２０μｇ／Ｌという結果でございました。 

続きまして、次のページのⅢ．環境中予測濃度でございます。 

本農薬の製剤としては、粒剤、水和剤がございまして、樹木に適用がございます。したがいま

して環境中予測濃度としては、非水田使用時の予測濃度を算出いたしました。第１段階における

予測濃度をＰＥＣが最も高くなる樹木への粒剤における以下の使用方法の場合について、表４の

パラメーターを用いて環境中予測濃度を算出いたしました。表４に注として記載しておりますけ

れども、今回粒剤のＰＥＣが最も高かったんですけれども、地上散布では粒剤の場合はドリフト

率を算出しておりません。今回、航空散布ということで、他の粒剤以外の剤型と同様にドリフト

率１．７％を用いて算出いたしました。算出した結果、０．０９４μｇ／Ｌというのが予測濃度

でございました。 

続きまして１０ページ目がⅣ．総合評価でございます。 

（１）の登録保留基準値案として、各生物種のＬＣ５０、ＥＣ５０から、それぞれ急性影響濃度

を算出いたしまして、最も小さくなる藻類の急性影響濃度から１２０μｇ／Ｌを基準値案として

提案しております。 

（２）のリスク評価でございますけれども、環境中予測濃度は非水田ＰＥＣＴｉｅｒ１が０．０
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９４μｇ／Ｌでございましたので、保留基準値案１２０μｇ／Ｌを下回っております。 

説明は、以上でございます。 

【森田委員長】 ありがとうございました。それではこのカルブチレートという剤につきまして、

御質問、御意見ございませんでしょうか。いかがでしょうか。 

（発言なし） 

【森田委員長】 特段の意見がなさそうですが、それでは原案どおりでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

【森田委員長】 ありがとうございました。 

 それでは、引き続きまして三つ目の剤です。クロルピリホスの御説明をお願いいたします。 

【農薬環境管理室農薬企画・調査係長】 １１ページのクロルピリホスでございます。 

１．物質概要については資料に記載のとおりでございます。 

２．開発の経緯等でございますが、クロルピリホスは、有機リン系の殺虫剤でございまして、

中枢神経系のアセチルコリンエステラーゼ活性を阻害することにより殺虫活性を有します。本邦

での初回登録は１９７１年でございます。製剤は粒剤、水和剤、乳剤の登録がございまして、適

用作物は果樹、野菜、いも、豆、花き、樹木等がございます。 

３．各種物性については、資料に記載のとおりでございます。 

次のページをお願いいたします。Ⅱ．水産動植物への毒性についてでございます。 

まず、（１）申請者から提出された試験成績として、コイを用いた魚類急性毒性試験の結果が

表１に記載しておりますけれども、９６時間ＬＣ５０が１９０μｇ／Ｌという結果でございまし

た。 

（２）環境省が文献等から収集した毒性データでございます。表２に試験結果の概要を記載し

ておりますけれども、ニジマスを用いて魚類急性毒性試験の結果、９６時間ＬＣ５０が８．０μ

ｇ／Ｌという結果でございました。 

続きまして次のページになりますけれども、ファットヘッドミノーを用いた魚類急性毒性試験

の結果も文献として収集しておりまして、表３に記載しておりますけれども９６時間ＬＣ５０が

２０３μｇ／Ｌという結果でございました。 

続きまして、甲殻類の試験結果でございます。オオミジンコを用いたミジンコ急性遊泳阻害試

験の結果でございますけれども、４８時間結果がＥＣ５０が０．２１４μｇ／Ｌという結果でご

ざいました。 

続きまして、次のページにまいりますけれども、ミナミヌマエビを用いたヌマエビ・ヌカエビ

急性毒性試験を実施しておりまして、９６時間ＬＣ５０が０．１６６μｇ／Ｌという結果がござ

いました。 

続いて（３）になりますけれども、ニッポンヨコエビを用いたヨコエビ急性毒性試験の結果が

表６に記載しておりますけれども、９６時間ＬＣ５０が０．１３９μｇ／Ｌという結果でござい

ました。 

続いてもヨコエビですけれども、（４）として次のページにまいりますけれども、ヨコエビを

用いた急性毒性試験が実施されておりまして、９６時間ＬＣ５０が０．１３８μｇ／Ｌという結

果でございました。 

次がセスジユスリカを用いたユスリカ幼虫急性毒性試験の結果でございます。表８に記載いた

しましたけれども、４８時間ＬＣ５０が１．１０μｇ／Ｌという結果でございました。 

次のページが藻類の結果でございます。表９に記載しておりますけれども、藻類の生長阻害試

験の結果、７２時間ＥｒＣ５０が３２６μｇ／Ｌ超という結果でございました。 

次のページがⅢ．環境中予測濃度でございます。 

本農薬の製剤としては乳剤がございまして、樹木に適用がございます。したがいまして第１段
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階における予測濃度を、非水田使用時の予測濃度として算出いたしました。 

ＰＥＣが最も高くなる果樹に、乳剤を用いる以下の使用方法の場合について、表１０に記載い

たしました使用方法及びパラメーターを用いて算出した結果、０．０４４μｇ／Ｌが環境中予測

濃度でございました。 

次のページがⅣ．総合評価でございます。 

（１）の登録保留基準値案として、各生物種のＬＣ５０、ＥＣ５０は、以下のとおりでございま

した。これらから魚類急性影響濃度については通常の１０で除して算出しておりますけれども、

甲殻類等については４種の生物種のデータが存在しておりますので、不確実係数については通常

の１０ではなく、３を採用しまして、最小値であるヨコエビ急性毒性試験の結果に基づきまして、

急性影響濃度を算出いたしました。 

それぞれ算出した結果、最も小さい甲殻類の急性影響濃度である０．０４６μｇ／Ｌを基準値

案としております。 

（２）のリスク評価でございますが、ちょっと１点修正がございます。環境中予測濃度は非水

田ＰＥＣＴｉｅｒ１０．０４４μｇ／Ｌでございまして、保留基準値案０．０４６は下回っており

ますので、「上回っている」を「下回っている」に修正をお願いいたします。申し訳ありません。 

説明は、以上でございます。 

【森田委員長】 ありがとうございました。それではこのクロルピリホスについての御意見ござ

いますでしょうか。 

【中村専門委員】 ちょっと質問なんですけども、１２ページに表２と表３ですか、文献の結果

は載っているんですけども、これは他と違って結論がいきなり出ていて、死亡数とかそういうデ

ータが全く抜けているんですけれども、この辺は文献にはなかったんでしょうか。 

【農薬環境管理室農薬企画・調査係長】 死亡数が文献に記載されている場合は、記載するよう

にいたしまして、記載がない場合は項目から記載は抜けております。 

【中村専門委員】 あともう１点なんですけれども、最後のリスク評価のところで、一応決まり

ですから問題はないんですけども、いかにしてもちょっと差が誤差範囲といってもいいぐらいな

ところなんです。それで、参考までにもしＴｉｅｒ２ないしモニタリングのデータがもし入手さ

れているとかありましたら、ちょっと御紹介いただけたらと思うんですけれども。 

【農薬環境管理室農薬企画・調査係長】 基準値案とＰＥＣが近い農薬については、過去に例が

ございまして、検討会でも指摘があったところでございます。 

非水田の第２段階については、ドリフト試験によるドリフト率と、地表流出試験による流出率

の結果が必要となるんですけれども、既存のドリフト率や流出率のデータを用いまして、あくま

で仮という段階なんですけれども、第２段階のＰＥＣを推定した結果はございます。ドリフト率

を考慮した場合ですと、Ｔｉｅｒ１からＴｉｅｒ２に対して７５％ぐらいまで数値は下がります。

ドリフト率及び流出率を両方考慮しますと、８５％ぐらいの削減、数値等はかなり低くなります。

実際にその測定の結果はないんですけれども、他の農薬のドリフト率や流出率を用いますと、か

なり低くなるものですから、実際の濃度としては低くなると思われます。 

【中村専門委員】 ありがとうございました。 

【中杉臨時委員】 農薬の話としては、今の御説明で構わないと思うんですが、クロルピリホス

の場合は、農薬以外の用途が知られているわけで、それも含めて考えるときにどうするのかなと、

これは農薬取締法の中でやる話では多分ないと思うんですが、全体としてやはり考えなきゃいけ

ない。それ以外のものを加えたときに、例えばこの数字を見たときに０．００２μｇ／Ｌという

のは、そこに上乗せしてしまうと、当然超えてしまうような話になってしまうんで、ここら辺の

ところをどういうふうに考えるかというところを、環境省の方として農薬の担当とそれから水環

境の担当ともう尐し整合をとって、話し合いをしていただく必要があるのかなと。これはやっぱ
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りいろんな用途があると、どうしてもそうなって、他の化学物質の管理の中でいくと、農薬は別

だから、ほぼ農薬を扱っているときにどうしようかということをよく議論するんですけれども、

農薬の方で大部分が農薬で使われているのなら、そこでお任せしましょうという話になるんです

が、そこら辺をどうするかということを尐し考えておく必要があるんじゃないかな。 

 特にたまたま十分に予測濃度と基準値の差があれば、そこら辺はそんなことは必要ないだろう

けども、これだけ接してきてしまって、他の用途が知られているものについて、どういうふうに

考えていくのかなというのが、尐し気になったものですから、御質問させていただきました。 

【農薬環境管理室長】 クロルピリホスの全部データを持っているわけじゃないんで、多分この

家庭用の殺虫剤とかに使われているような気もするんですけど、野外で水に使うというのはあり

ましたでしょうか。 

【中杉臨時委員】 シロアリ駆除剤があります。 

【農薬環境管理室長】 シロアリ駆除剤ですね。それはあると思います。ただ、水に流れる状況

というのは、全部調べてみないとわからないんですけど、あまり想定されないというのは気持ち

としてはあるんですが。 

【中杉臨時委員】 ですから、そういうふうなものを含めて何か統合的に見て尐し議論しておく

必要があるんじゃないだろうかと。それは、農薬の方でやるのか、あるいはまた別なところでや

るのかわかりませんけども。 

【農薬環境管理室長】 総論として申しますと、例えば、衛生害虫の発生しているドブに殺虫剤

をまいて蚊を退治するとか、日本脳炎対策とか、そうは実際あり得るんです。そうした場合にド

ブから川に流れていって、農薬と一緒になって同じ成分が流れるというのは、当然想定されます。

確かに我々の問題ではあるなと思ってはいるんですが、今のところ農薬は農薬の世界で規制して

いますので、そのトータルとして規制するというのは、将来の課題かなというふうには思ってお

ります。 

【中杉臨時委員】 これは多分後の方で出てくるチウラムなんかは、工業的にも使われています

んで、そういう観点で見るとまた別の要素が入ってくるんで、数字があまり接近していなければ、

全くそんなことも考慮しなくて多分大丈夫だろうという話になるんだろうと思うんですけれども、

こういうときに尐しそういうものを考えていただいて、尐なくとも説明を用意していただく必要

があるのかなという感じはしました。多分私みたいな形で質問する人間が出てきたときに、答え

られる必要が出てくるんじゃないだろうか。 

【森田委員長】 ありがとうございます。とりあえず環境中の水中のきちんとしたデータは現在

存在をしていないと、そういう認識でよろしいんでしょうか。 

【眞柄臨時委員】 これは水道水源では測っているから、データはあるんです。 

【森田委員長】 ありますか。 

【眞柄臨時委員】 ただ、今、手持ちがないからわからない。 

【オブザーバー】 ちょっとよろしいでしょうか。オブザーバーですけど、ＦＡＭＩＣの永吉と

申します。モニタリングの結果の関係ですけど、昨年に実践したと聞いております。ただ正式に

評価されていないところがありまして、ここに示すことはできないんですけど、概略はこの基準

値の半分ぐらいというふうに聞いております。 

【森田委員長】 多分、そのモニタリングデータは季節とかそういったものによって、サンプリ

ングした時期によって、相当変動する可能性も高いということが考えられると思いますが、登録

保留基準値を、恐らく瞬間風速的には超えていることもあるかなという、そういう状態なんだろ

うと思うんですが。他の委員の先生方、特にこのクロルピリホスはいろんな意味で毒性が比較的

強いという意味も含めて、関心の高い物質だと思われますけれども、他の委員の先生方、御意見

ございませんでしょうか。 
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【五箇臨時委員】 生態学的に見ると、確かに物質のこの毒性そのものを見ると、非常に生態影

響は大きいであろうということは予測されるものではありますが、この場で議論すべきは本当に

この登録保留基準値を上回るか、下回るかという、割り切りでやることになりますので、決まり

ごととして、きちんとした手順で計算された数値がこのようになっているので、これはこの法律

の中では登録保留基準をクリアしているというふうに結論されてしまいます。 

 ただ、こういった普通に見てもこれだけ数字が近いのにそれでいいのかというような疑問は、

多分どなたが見られても感じるところではあると思いますし、こういったデータができるだけ開

示されることで、使い手側自身もそういったものを基準に使うものを選ぶというような時代をこ

れから迎えていくんであろうと、そういったことを期待してこういった登録保留基準というシス

テムもあるんだろうと個人的には理解しています。いずれこういった危なそうだなという薬がだ

んだん淘汰を受けて、より安全性の高いものに選別されていくんだとすれば、こういったシステ

ムは有効であろうと考えておりますので、現状ではこの数字を信じて認可するしかないのではな

いかなと思います。 

【森田委員長】 ありがとうございます。 

【上路臨時委員】 よろしいですか。今の五箇委員の御意見にもっともなんですけれども、これ

は登録保留基準を決めるときにＰＥＣのＴｉｅｒ１、Ｔｉｅｒ２、Ｔｉｅｒ３という３段階で評

価するというシステムをつくっておりますので、やっぱりＴｉｅｒ１が非常に予測濃度と基準値

が近くなった場合、あるいはＴｉｅｒ２まで行ったときにどうするかとか、そういうＴｉｅｒ１

だけを見て、非常に予測濃度とあれが接近しているということにもならないような気がするんで

す。やっぱりＴｉｅｒ１、Ｔｉｅｒ２、Ｔｉｅｒ３という３段階を見ながら、リスクというもの

を考えなくちゃいけないんじゃないかなというふうに判断したいと思いますけれども、いかがで

しょうか。 

【中杉臨時委員】 Ｔｉｅｒ１は、Ｔｉｅｒ２へ行くかどうかという判断をする基準なんで、こ

れを尐しでも下回っていればＴｉｅｒ２へ行かなくていいと思うんですが、私が申し上げたのは、

非常に予測濃度と基準値が近いし他の用途もあるのにも係わらず、農薬だけのことしか考えてい

ない。だからそういう意味では、ただＴｉｅｒ１については登録保留基準値を超えるか超えない

かはこれで判断しましょうと言っているわけで、これを尐しでも下回ればＴｉｅｒ２へは行かな

くていいという判断をせざるを得ないんだろうと思うんです。先ほど中村委員から御質問があっ

たように、実際にそれじゃあ本当に大丈夫なのかって確認をしておくというのは必要ですけれど

も、それをどうしてもやらなければいけないということではないだろうというように思います。 

【佐藤委員】 やっぱり本質は先ほど中杉委員が御指摘になったときに、こういうマージンが尐

ないときにどう考えるのかということを、この場とは言いませんけれども、やっぱり環境省全体

としては議論する必要があるんだろうなというふうに思いますけれども、そういう方向で考えて

いただきたいというふうに思いますけれども。 

【森田委員長】 ありがとうございます。恐らくこのクロルピリホスは、いろんな意味で消費量

というか輸入量とかそういうのは減っていく方向にあるのかと思っておったんですけども、輸入

量を見ていると１８年度に一旦相当大きく減るんですが、その後なんか尐しずつ盛り返しいく感

じもありますので。 

【眞柄臨時委員】 ちょっとデータ調べていなくてわからないんですが、こういうマージンがも

うほとんどないようなものは、検討の段階でモニタリングのデータをやっぱり文献検索して、実

情がどうかというのと両方見ていかないと危ない。前にもこういうマージンがない、近いような

ものについて実際その環境で出たらどうするかというのは、意見を申し上げたことがあるんです

が、現にこの審査の段階でこういうものがあって、既にもう登録されて使われているわけですか

ら、日本の中で探そうと思えばモニタリングのデータがあるわけですから、そういうデータを参
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考にして審査をしていかないと、その適切な判断ができないんじゃないかと思います。ですから

今日結論出すというよりも、環境省の方でモニタリングのデータを調べていただいて、その上で

判断をした方が私はよろしいんじゃないかと思います。 

【森田委員長】 ありがとうございます。モニタリングデータと、もう一つつき合わせることに

なっております登録保留基準値の数値そのものはいかがでしょうか、こんなものでよろしいでし

ょうか。これはこういうルールでやっているところもあるんですが。 

【五箇臨時委員】 １０のところが甲殻類の試験を特に４種やっておりますので、３で割るとい

う、それはもう法律上の決まりです。なおかつこの数字の決め方については一応確率論的に、つ

まりその種によっての感受性分布というものを想定したときに、その端に当たる生き物をカバー

するのにどれぐらいの割り算がいいだろうかというのを計算した結果がこういうふうな形で出て

います。ちょっと４とか３とかざっくりした数字なんで、非常に信用性がないようにも見えるん

ですが、一応確率論としてのものを根拠にしています。 

 そういった意味でこの薬一つ取ってみますと、尐なくとも甲殻類４種における感受性のばらつ

きが非常に尐ないんです。つまり逆に言えばこの薬はいろんな甲殻類にある一定の低濃度で効い

てしまう薬であると考えると、それを考えるとその正規分布曲線では非常に幅の狭い分布曲線を

描いているだろうと想定されて、したがって３で割れば大体９０何％以上の生き物はカバーでき

るだろうという理屈で、こういう数字になっているということになります。それでも他に甲殻類

はたくさんいるわけだから、他にも外れがいるだろうと言われてしまうと、逆に言えばそれまで

考えてしまうと、１０で割り算していてもカバーし切れないということになりますので、その辺

はあくまでも今我々が持っているリスクデータですね、毒性データをもとに最大限の安全性と最

小限のコストというか、使えるものをできるだけ使えるようにするという中のバランスの中で、

こういう数字が出ているというふうに考えていただければと思います。 

【中杉臨時委員】 眞柄先生が言われることが、わからないわけじゃないんですけれども、マー

ジンが小さいというと、そうするとマージンがどのぐらい小さいとそうするのかという、必ずそ

ういう議論になるんです。確かにそういうのも調べるのが望ましいとは思いますけども、一応ル

ールとしてこういうふうに決めたルールでありますので、Ｔｉｅｒ１が登録保留基準を上回れば、

Ｔｉｅｒ２へ行かなくていいよというルールにしてあるわけですよね、今。そうすると今これは

一応登録保留基準を下回っているという判断をせざるを得ないんだろうと。確認のために、今回

はこれでもうそのとおりでしようがないんじゃないかと思いますけど、次回のときに眞柄先生が

言われるように判断をするときに、我々が判断しやすいようにそういうデータもつけていただく

と。そういう扱いではないかと思います。 

【眞柄臨時委員】 今の中杉先生の言われたことで、これで行くと、もしかするとかつてのオキ

シン銅のようなことがフィールドで起きる可能性があるんで、そのときにはどうなのっていう話

になる。だから、そういう意味では私はやっぱりかなり使われているものですし、既に登録され

てから何年もたっているので、環境のデータはないわけじゃないはずですから、それでチェック

した方がいいんじゃないかと私は思います。 

決めは決めだからというのだったら、それはそれで結構ですけど、オキシン銅みたいな例が出

たときに、それはもうそういうことは出るかもしれないよということを覚悟の上で、これを決め

るしかないだろうと思います。 

【中杉臨時委員】 そのときに、農薬の場合は非常に環境の濃度というのはどのデータをとるか

というので物すごく違っちゃうわけです。この場合は急性毒性をやっていますから、本来ぎりぎ

りの議論をすれば、まいた直後の周りのところではかったデータがないと評価ができないという

話になってしまうので、そういうものが手に入るかどうかというところの議論が、また出てきま

す。 
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【森田委員長】 よろしいですか。ちょっとこの議論は二つの要素がありまして、１つ目は農薬

の登録保留基準値としてエコに対する保留値として０．０４６μｇ／Ｌというのは、そんなにお

かしい数字ではないんではないかという意見は、まずあります。２つ目は、リスク評価という項

目で書かれているんですが、このリスク評価は相当安全と言い切れないようなレベルに存在して

いると、この委員会の仕事は、基準値を決めることが目的で、リスク評価をすることまでは入っ

ていないんでしたっけ。どうでしょうか。 

【農薬環境管理室長】 基準値を決めるとともに、やはりＰＥＣと比べて大丈夫かどうかという

リスク評価も含めてお願いしたいと思います。 

【森田委員長】 含めてやると。この辺りになると尐し難しい要素が入ってきまして、多分まず

一つは最初に中杉先生がおっしゃったのは、使い方として水田農薬だけに使っているんではなく

て、他の目的に使ったものも環境中に入ってくるであろうと。それも加味して考えるということ

がやっぱり必要ではないかと。それはこの仕組みの中では必ずしも反映されない。恐らく例えば

河川水の濃度とか、そういう生き物が生きている世界での実測値みたいなものがやはり必要かも

しれない。評価する上でそれが残ってしまうということ。 

それから、今のところ環境中の水の中の濃度というのは必ずしもそろっているわけではないと

いう状況が一方であり、今仮想的な予測濃度というのも使っているけれど、それだけでよいかど

うか。それから多分そのような予測の仕方とか、あるいはもっと極端に言えば保留基準値の設定

の仕方というものも、これもある意味では運用しているということをやって、絶対的に正しいと

いうわけでもないということが多分に存在している、そういう状況に私たちいるんだろうとは思

うんです。 

 それでは登録保留基準値だけはこのままお認めいただいて、そしてリスク評価のこのコンテク

ストをどうするかということについて、改めて御意見を伺っておきたいんですが、中村委員の方

から最初に言われたのも、やっぱり実測値とある程度比べておいた方が安全ではないかという、

そういう意見だったと思いますが。それから眞柄先生の方からは、水道の原水の調査事例がある

ということがありますし、つまり非水田ＰＥＣとそれほどオーダーが違わない程度に並んでいる

ような数字で大丈夫というふうに言い切らない方がいいかもしれないというのが現況でございま

すが、上路先生、何かご意見はありますか。 

【上路臨時委員】 やはりリスク評価として「大丈夫ですよ」と言うためには実測濃度を出して

おくということが、一番安全に認めていただきやすいんではないかというふうに思います。 

【五箇臨時委員】 結局、この問題で毒性値の方は一応生物の多様性を考慮して幅を持たせてい

るわけなんです。危険域がどの程度のパーセンテージで出そうかということで１０で割ったり４

で割ったり３で割ったりしている。一方のＰＥＣの方が幅を持たせていないですね。あるシミュ

レーションの中で出された数字でしか出ていなくて、仮想空間で出されている数字なので、そう

いった空間がどの程度この日本国土においてパーセンテージとして占めているかというと、それ

はもう全然日本の国土はばらばらで、そういった環境はばらばらなので、今御指摘あったように

果たしてこのＰＥＣというものが普遍的に出るかと言われると、逆にむしろそれはそれほどの割

合では出てこないであろうと考えられると。 

だから、毒性値そのものは今かなり厳しくそういった意味で確率論も含めていろいろ工夫をし

てこういう形で出されるようになっているのに対して、肝心のＰＥＣの方の計算システムそのも

のの中に、そういった確率論というものがあまり入っていないと。ただしそれをカバーする意味

でＴｉｅｒ２、Ｔｉｅｒ３というか、そういう多段階方式にしてより現実に近づけるということ

にはしているんですが、それもどちらにしてもある特定の設定された空間の中で、あるいはある

特定の空間で試験されたデータでしか出されないので、その意味ではＰＥＣそのものがどれほど

の幅を持たせるべきなのかということが、こういったところの評価で効いてきてしまうことにな



- 12 - 

るんじゃないか。 

今ですと、単純に比率で大きいか小さいか、比率というよりも足し算引き算でプラスになるか

マイナスになるかでしか、今この第１段階では決定することができないと、そこにやっぱり大き

な本当の環境に置いた場合にやっぱりおかしいじゃないかという疑問が出てきてしまうというの

が、今この場で出てきているそういった疑問の流れなんじゃないかというふうに考えられます。 

【中杉臨時委員】 これ非常に近いというふうに言われて、それはそうなのかもしれないですけ

れども、そうだとしたら、ルールとしてＰＥＣＴｉｅｒ１のＴｉｅｒ１が登録保留基準の１０分の

１を超えた場合には、Ｔｉｅｒ２に行くというルールをつくるべき。そうであれば全く問題ない

と思います。だからそこら辺のところは、これは「近いから」というあいまいな言い方だとおか

しいんで、それは、じゃあその１０分の１を超えたらＴｉｅｒ２やりましょうというふうに直す

ということを決めるんであれば、私は全く反対しません。今ルールとしてＴｉｅｒ１との比較で、

こういうふうにしますよといっているのを、それを近いからといってやってしまうとルールが何

なんだということになってしまうんで、ルールを変えるのであれば、私は全く反対いたしません。 

【森田委員長】 いや、これはルールを変えたことになるんでしょうか。 

【中杉臨時委員】 Ｔｉｅｒ１からＴｉｅｒ２へ行くというところの判断を変えることになるん

じゃないでしょうか。 

【森田委員長】 なるんですか。 

【上路臨時委員】 これはあくまでも私もＴｉｅｒ１と、今のこのＰＥＣのデータと、基準値の

関係で下回っていればそれでいいと、それは大前提だと思います。それでもしも今議論の中では

比較的近いから、安全を見るためにもう尐しみんなの実際の濃度を確認するために、やってもら

いましょうであって、今先生がおっしゃったような１０分の１以下の場合にはどうとか、そうい

うところまでは全然話は行っていないと思うんですけど。 

【中杉臨時委員】 ただ、それは何か決めておいた方が、不公平感がなくていいだろう。 

【上路臨時委員】 それはちょっともう尐し考えないと。 

【井上（隆）専門委員】 Ｔｉｅｒ制が取られていまして、水田農薬はＴｉｅｒ１からＴｉｅｒ

３、それから非水田はＴｉｅｒ１、Ｔｉｅｒ２とあります。その場合、上位の濃度が、ですから

非水田で行きますとＴｉｅｒ２の濃度は、Ｔｉｅｒ１の濃度よりも低くなるというのが前提であ

ります。この剤がＴｉｅｒ２になって０．０４６μｇ／Ｌを超えることはないということを前提

とした制度ですので、Ｔｉｅｒ１が非常に近いからといってＴｉｅｒ２に行って逆転しないのに、

それを求めるということはあまり合理的でないというか、何をやらせているのかということにな

ると思います。 

【森田委員長】 今、私たちのやろうとしている作業は、生態中の生き物がうまく守れるかどう

かで、そのときの道具としてＴｉｅｒ１とかＴｉｅｒ２というシミュレーションやっていて、こ

れが正しいかどうかもよくわからない。これはある種のやり方に過ぎない。今、何人かの委員か

ら指摘されたのは、実際の環境中濃度がかなり近いんではないかと。そういうことがもし頭の片

隅にあるんだとすると、このルールに合致しているからといって、ぱあっとフリーにしてしまっ

てよいかどうかという議論なんだろうと思うんです。 

その問題は、実はそんなに簡単には解けていないので、とりあえず現時点では登録保留基準値

の設定までは、これは正しいということにしてしまいたいと思うんですが、評価のところは若干

の疑問も出されたので、既に存在する水中濃度と重ね合わせて十分に考えましょうと。中杉先生

からご意見があったのは、近いというのは感覚的な話し過ぎるんではないかと。ルール化してお

かなきゃいけないだろうという、そういう御指摘がありました。ただ、今まで水産動植物のこの

種のリスク評価は、通常登録保留基準値の１００分の１とか、そういう数字がごく普通に今まで

ずっと出てきたので、あまりそのことを多分に意識しなかったことはあるんですが、そういう意
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味ではこれ近いと言えば非常に近いんだろうと思うし、実測濃度がないわけでもないということ

はありますので、とりあえず一度、実測濃度と比べて…。 

【白石臨時委員】 情報を今調べたのですけども、環境省の調査がなされております。水道水系

の方はデータがわからないんですけども。２０００年、２００２年、２００３年ぐらいにやられ

ておりまして、検出下限値０．０１μｇ／Ｌで、測られております。その中で毎年、２０００年

は５９検体測定されていて、そのうち１検体が検出されております。その濃度が０．０４μｇ／

Ｌで他の年では検出されておりません。そういった検出状況だと思います。 

【佐藤委員】 ここで言うリスク評価というのは、なんか大層なものと言っては申し訳ない、大

層でないものというか、要するにＰＥＣとこれ比べてどうなんだという、それだけの判断だろう

と思うんですよ、かなり機械的な。それはそれでルールでこういうふうにやってきたんだから、

ここまで認めていいんだと思いますけれども、先ほど来指摘されているようにマージンが尐ない

んじゃないかということになったら、リスク管理の面からはもうちょっと別なことを考えたらい

かがですかという、そういう話だろうと私は思うんですけれども。 

この小委員会としてやるべきことというのは、やはり決められた手順でやるべきで、もしそれ

が手順がまずいんだとすれば、別なところで議論して、しっかりルールを決め直してからやるん

だと思うんで、近いところでどうするんだという話は、リスク管理の面からもう尐し例えばモニ

タリングするなり、あるいは今、白石委員からデータの話も出ましたけれども、そういうものを

しっかり見た上でということだと思うんで、この委員会の役割は淡々とやればいいと思いますけ

れども。 

【森田委員長】 淡々とやるのというのは一つなんですが、だけど、相当心配な部分がないわけ

ではないと。それでいかがでしょうか。 

【眞柄臨時委員】 かつてなんかコメントをつけたようなこともあったような。この農薬は環境

中でこれに近い数字が検出、さっき白石さんが言われたように０．０４μｇ／Ｌ出たことがある

とか、何か書いておけばそれでいい、佐藤先生おっしゃるように、こういう形になって、実際に

測ったときに、こんなに高い値が出たけれど、どうなのかしらと思ったときに、そういうことも

かつてあったよと、そういうことがわかれば情報をそこへ付記すればよろしいんじゃないんです

か。私はそう思います。 

【森田委員長】 よろしいですか。 

【眞柄臨時委員】 これはまさに水産動植物の被害防止ですけれども、例えばＷＨＯはマラリア

コントロールの蚊のために殺虫剤を使っていて、その濃度はこれぐらいだという、そういうガイ

ドラインも出しているんです。ですから、それのまさにこれは逆ですけども、だからそういうこ

とも考えると、先ほどの衛生害虫の駆除のために使っている例もないわけでもないんで、じゃあ

環境中にはそれぐらいの濃度があるんだよということを、注意として、ノートしていくというこ

とは、かつてやったような気もありますので、そんなに新たなことを言おうとしているのではな

いだろうとは思います。 

【森田委員長】 ありがとうございました。それではリスク評価のところに下回っているという

ことの他に、実測値などと比べたときに、これに近接されるような値も報告されていることに注

意をする必要があると、そういう文章を一つ付けて、これでよろしいでしょうか。どうでしょう

か。 

【眞柄臨時委員】 ここに書くのもよいし、あるいはどこかで解説だとか、あるいは要するにこ

れも水産動植物ですけども、農薬を使われる方がこれを見るときに、農薬のところにそういう注

意書きが入っているかなんかという、そういう仕組みの中で情報を流していただけるということ

でもいいと思います。 

【森田委員長】 そういう形のリスク管理というのがあり得るという認識で。 
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【農薬環境管理室長】 皆様の御意見いろいろと考えてみますと、まず、ＰＥＣの考え方が、あ

くまでもデフォルト時、モデルということなんです。つまり１００ｋｍ２の流域に、非水田だと

７５０ｈａの圃場に当該農薬を５％の面積にまいたという、そういうモデルでつくっていますの

で、あくまでも決め事なんです。例えば７５０ｈａにクロルピリホスを全部まいたということも、

先ほど五箇先生言ったように確率論の問題なんです。どれぐらいまくかによってＰＥＣというの

はどうしても左右される。ただ、それを判定するのに７５０ｈａ全部にまいたとすれば、農薬登

録は実際できない。それは水に流れてしまうからです。あくまでもモデルとして普及率５％、農

薬が５％普及としたモデルで今回つくって、決め事として登録するかしないかというのをやって

いると。 

そういう意味において、例えばモニタリングをして登録保留基準を上回ったといった場合に、

じゃあこの農薬は登録できないというふうにするのはあまりにも厳し過ぎるし、先ほど言いまし

たように衛生害虫だとか、他の用途で使われている場合もあるのにもかかわらず、農薬登録がで

きない。農薬じゃないもので川に流れていて、農薬が登録できない。そうなった場合の現場への

混乱とか、そういうことを考えれば、今のやっているモデルを使ったＰＥＣと比べて、下回った

場合は登録をいたしますというのが、やはり一番正しいのではないかと思います。 

ただ、ご懸念の近過ぎる、マージンが尐ないのはどうするんだということに関しては、確かに

ございますので、今後こういう既登録の農薬で、新規登録はもう当然モニタリングしてもありま

せんので、既登録の農薬でマージンが非常に尐ないものについては、環境省が調査したデータと

か、そういうのは皆様にお出しして、御議論いただきたいと思います。ただし、御議論いただい

たとしても、上回ったからといってだめよとは多分なかなかならないと思います。あくまでも参

考データとして皆さんに御議論いただいて、必要に応じてこの中に参考として書き込むと、そう

いう対応ではいかがかなと思いますが、どうでしょうか。 

【森田委員長】 今環境省の農薬環境管理室の方からご提案がありましたけれども、その方向で

よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

【森田委員長】 ありがとうございます。それじゃあそういうことにしたいと思います。 

 では引き続きまして、シフルトリン、お願いします。 

【農薬環境管理室農薬企画・調査係長】 １９ページのシフルトリンでございます。 

１．物質概要については資料に記載のとおりでございます。 

２．開発の経緯等でございますけれども、シフルトリンはピレスロイド系の殺虫剤でございま

して、中枢及び末梢神経系に作用し、神経伝達を阻害することにより殺虫活性を有する剤でござ

います。本邦の初回登録は１９８８年でございまして、製剤は乳剤、液剤が、適用作物として果

樹、野菜、いも、豆、花き、樹木類等に適用がございます。 

３．各種物性については、資料に記載のとおりでございます。 

１ページめくっていただきまして、Ⅱ．水産動植物への毒性でございます。 

（１）としてコイを用いた魚類急性毒性試験の結果ですけれども、表１にお示ししたとおり、

９６時間ＬＣ５０が４.０６μｇ／Ｌでございました。 

（２）の甲殻類の試験結果でございますけれども、オオミジンコを用いた急性遊泳阻害試験の

結果、表に記載しておりますけれども、４８時間ＥＣ５０が０．０６１μｇ／Ｌという結果でご

ざいました。 

続きまして、次のページが藻類生長阻害試験の結果でございます。表３に試験結果を記載して

おりますけれども、７２時間ＥｒＣ５０が２１，７００μｇ／Ｌ超でございました。 

次のページがⅢ．環境中予測濃度でございます。 

本農薬の製剤としては乳剤、液剤がございまして、果樹、野菜、いも、豆、花き、樹木等に適
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用がございます。したがいまして第１段階における非水田使用時の予測濃度を算出した結果、最

も高くなる果樹に乳剤を用いる以下の使用方法の場合に、表４のパラメーターを用いて算出した

結果、０．００２８μｇ／Ｌという結果が算出しております。 

次のページがⅣ．総合評価でございます。 

（１）の登録保留基準値案として、各生物種のＬＣ５０、ＥＣ５０から、急性影響濃度をそれぞ

れ算出いたしまして、最も小さい甲殻類の急性影響濃度から、登録保留基準値案０．００６１μ

ｇ／Ｌを基準値案としております。 

（２）のリスク評価でございますけれども、環境中予測濃度は非水田ＰＥＣＴｉｅｒ１０．００

２８μｇ／Ｌでございましたので、保留基準値案０．００６１μｇ／Ｌを下回っているという結

果でございます。 

説明は、以上でございます。 

【森田委員長】 それでは、今の御説明に対しまして御意見をいただきたいと思いますが、お願

いいたします。いかがでしょうか。 

先ほどのクロルピリホスで大分いろんな意見が出ましたけど、この剤につきましても相当生態

系の毒性が強くて、それから先ほど中杉先生の１桁違っていればという話から見ると、１桁違っ

ていないような。 

【中杉臨時委員】 私が申し上げた１桁というのは、仮にの話ですから、幾らでもそこら辺は。

今回のはどうなんですか。近いんですか、どうですかという議論になると。 

【眞柄臨時委員】 いや、それより、この濃度が測れるという。測定法上の問題の方が多い。 

【五箇臨時委員】 この剤に関しても先ほどのクロルピリホス同様、非常に殺虫活性の高い物質

で、当然甲殻類等にも非常によく効く薬で、ご覧のとおり登録保留基準値とＰＥＣが物すごい、

オーダーからいけばほぼ同じで、多分これはもうその意味では、オーダーから言えば先ほどと比

較にならないぐらい近いものだと見えるものなんです。ここで尐し先ほどのクロルピリホスのと

ころと議論かぶせて、このＰＥＣの計算方法そのものについて、いま一度環境省の方にも聞きた

いんですけども、これそのものの計算の中には、農薬そのものの物理化学性状というのはどれほ

ど反映されているか。つまり単純に土壌吸着だけの問題じゃなくて、水中光分解性ですね、つま

り農薬の寿命とかいわゆる揮発性とか、そういったものが本当に反映されているのかどうかとい

うところです。 

 そう考えたとき、先ほどのクロルピリホスというのは、割と水溶解度が比較的高い上に寿命が

割と長い薬なんです。これは大友室長の方からそういう農薬適用外のところでまかれたとして、

例えば水の中に直接放り込むことはないだろうという想定もありますけれども、逆に言えば近い

ところで幾らでも水中に入っていく可能性があり、さらに水中光分解が鈍いので、水中の中でも

割と寿命が長く動くことになると。 

 それに対してこのシフルトリンというのは、もう土壌吸着係数が計算できないほどがっちり土

にくっついてしまう。とすれば、実際そういう畑や苗にまけばまず動くことはない薬であると同

時に、さらに水中光分解はすごく早くて、１日ぐらいでなくなってしまうとすると、これは環境

中に出た場合、非常に毒性は強いものだけど、出た途端に消えてなくなるとすれば、環境影響と

いうのは低く見積もられることになる。ＰＥＣそのものがそういったことを視点に置いて計算さ

れているかどうかというのが、本当の意味でのいわゆる環境中予測濃度、どれほど環境中予測濃

度というものを、現実に近づけたものとして想定されるかというところで、単純にその毒性値が

低い、高い、あるいは環境中予測濃度と近い、遠いというような議論ではなくて、結局はやっぱ

りＰＥＣの計算方法にすごく寄ってくるんじゃないかなというふうに考えられるんです。その辺

について、一応この法律をつくった立場であったら本当は知っておかなきゃいけないんですけれ

ども、ＰＥＣの方について、いま一度環境省の方から説明をいただければと。この会場の中で説
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明していただいた方が、皆さんにも御納得いただけるか、あるいはまた疑問を呈していただける

んじゃないかと思いますので、すみませんがちょっとその辺の説明をしていただければと思いま

す。 

【農薬環境管理室農薬企画・調査係長】 第１段階につきましては、物理化学性については全く

考慮しておりません。第２段階についても、原則として考慮しないでまず算出してみて、その結

果次第で土壌吸着性ですとか、分解性について考慮をするといった形になっておりまして、基本

的には全く考慮しないように今まで進めております。 

【五箇臨時委員】 そう考えると、要は農薬化学とさらに生態系というレベルで考えた場合、こ

の薬の場合は使用場面さえ間違えなければ、その土壌中にしっかりくっついちゃった上に、水に

出た途端に分解されるので、計算上のＰＥＣと非常に近いとはいえ、これはむしろ環境リスクは

そういう意味では先ほどのクロルピリホスよりは低いんじゃないかというふうな判断も、本当は

可能になってくるということです。要は、逆に今の登録保留基準値とＰＥＣとの単純計算でやっ

ておくと、こういった議論が常に蒸し返されるというか、それもしかも近い、遠いということ自

体が実あまり科学的ではなくて、むしろそれが本当に環境中の運命・動態というものをどれほど

反映しているかということが本当は大事で、システムで今それは入っていない以上、仕方がない

んですが、多分、今後の課題としてはそういった農薬そのものの環境中の運命・動態みたいなも

のも尐しは視野に入れた方が、より科学的なリスク評価ができるんじゃないかと。それは意見と

して述べておきます。 

【森田委員長】 上路先生、そんなこと可能ですか。 

【上路臨時委員】 私はちょっとＰＥＣのことはよくわからないです。むしろ井上先生が関係し

ていらっしゃったので、どこまで作用していくのか。 

【井上（隆）専門委員】 ＰＥＣの考え方は、あくまでもＴｉｅｒ１はこれ以上出ないであろう

という、最大値を予測するという考え方で、その土壌で吸着されるあるいは水田で分解されると

いうのは、それが登録保留基準値より上回ったときにはそれを考慮していって、実際の濃度を計

算していくということで、Ｔｉｅｒ１があくまで環境中に出る濃度としてとらえてもらっては困

ります。あくまでも登録保留基準と比較するために、今の現在の知見からいって最大これくらい

だろうという濃度です。これがＴｉｅｒ１からＴｉｅｒ２に行って、あるいは実測調査の結果に

なりますと、それは実際に出ている濃度なんで、その濃度で本当はリスク評価をしなきゃいけな

いんですけれども、Ｔｉｅｒ１で出てきた値の見方としては、これが環境中の濃度であるという

ような見方ではない見方をしていただきたいと思います。あくまでも評価をするための比較のた

めの出した数字だということです。 

 もう１点ちょっと言わせていただくと、先ほど公表できるデータではないんだけれども、実測

をしたらＴｉｅｒ１の半分程度だというような紹介があったんですけれども、逆に言うと半分ほ

ど出てくるのであれば、これＴｉｅｒ１の出し方が、もう尐しそこにマージンを持ったようなＴ

ｉｅｒ１を出すようなことも考える必要が出てくるかもしれません。条件を設定したモデルです

から、設定の仕方によって変わりますので、実際に幾つか環境省の方でも実測調査をしておりま

すので、その実測調査の結果でこのＴｉｅｒ１より超える濃度も検出されるとか、あるいは近い

濃度であれば、もう一度そのモデルを見直すということは、今後していただけることと思ってい

ます。 

【森田委員長】 この議論はもう尐しＰＥＣの計算の妥当性とかなんかという、それなりにある

種の妥当性を持って既にモデルがつくられたんだと思いますけども、ひょっとすると改良の余地

があるかもしれないという。それについては次の課題にしておいてまとめておくのがいいかなと

いう感じもするんですけども、そんなのでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 
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【森田委員長】 ありがとうございました。それからシフルトリンの方が先ほどのクロルピリホ

スよりも登録保留基準値がより厳しい数値に近くなっておるんですが、これは物質の毒性から見

てこんなものでよろしいでしょうか。つまり相対的な毒性の強さですが、こんなふうになってい

ると。 

【五箇臨時委員】 登録保留基準値ですか。 

【森田委員長】 はい。 

【五箇臨時委員】 これは合成ピレスロイド剤で非常に、もともと生物に対するスペクトルが広

い薬ですので、高活性であるということから考えると、この基準値は妥当であると考えます。 

【森田委員長】 いかがでしょうか。原案どおりでよろしいでしょうか。恐らく実測するのは極

めて困難で、実測値は出てこないケースもあるんですが、ＰＥＣの方はあらかじめそれも織り込

んだ形で高目に計算している要素もあるということですので。 

（異議なし） 

【森田委員長】 それじゃあ原案どおり承認ということにしたいと思います。 

 それでは引き続きまして次の剤、チウラムお願いします。 

【農薬環境管理室農薬企画・調査係長】 ２４ページをご覧ください。チウラムでございます。 

１．物質概要については資料に記載のとおりでございまして、チウラムはジメチルジチオカー

バメート系の殺菌剤でございまして、解糖やＴＣＡ回路のエネルギー代謝によるＳＨ酵素阻害に

より殺菌活性を有する剤でございます。本邦での初回登録は１９５４年でございまして、製剤は

水和剤、塗布剤がございます。適用作物は稲、麦、雑穀、果樹、野菜、豆等、多岐にわたってお

ります。 

３．各種物性については、資料に記載のとおりです。 

次のページをご覧いただきまして、Ⅱ．水産動植物への毒性について、御説明いたします。 

まず、１番目の魚類急性毒性試験の結果ですけれども、表１に記載いたしましたが、コイを用

いて急性毒性試験を実施した結果、９６時間ＬＣ５０が１００μｇ／Ｌという結果でございまし

た。 

続きまして、甲殻類の試験結果でございます。オオミジンコを用いて急性遊泳阻害試験を実施

しておりまして、４８時間結果がＥＣ５０が２５０μｇ／Ｌという結果でございました。 

次のページめくっていただきまして、藻類の生長阻害試験の結果でございます。シュードキル

クネリエラを用いて生長阻害試験を実施しておりまして、７２時間ＥｒＣ５０が１６．７μｇ／

Ｌという結果でございました。 

次のページにまいりまして、Ⅲ．環境中予測濃度でございます。 

本農薬の製剤としては水和剤、塗布剤が、適用作物は稲、麦、雑穀、果樹、野菜等ございます。

なお、稲に適用はございますけれども、種子に粉衣、浸漬、または塗末処理して使用される農薬

でございますので、水田の環境中予測濃度を算出しておりません。非水田使用時の予測濃度に関

しましては、第１段階における予測濃度を、最も高くなる使用方法及び表４に記載しましたパラ

メーターを用いてＰＥＣを算出いたしました。 

なお、表４の注でございますけれども、本使用方法は、果樹等への散布でございますけれども、

本農薬については野ネズミ、野ウサギの食害防止を目的としておりまして、樹幹部の下方に散布

するということから、果樹の３．４％のドリフト率ではなく、０．１％のドリフト率を用いてお

ります。算出の結果は０．３８μｇ／Ｌという結果でございました。 

次のページがⅣ．総合評価でございます。 

（１）の登録保留基準値案としては、各生物種のＬＣ５０及びＥＣ５０から、それぞれ急性影響

濃度を算出いたしまして、最も小さい魚類の急性影響濃度から、登録保留基準値案１０μｇ／Ｌ

を提案しております。 
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（２）のリスク評価でございます。環境中予測濃度は非水田ＰＥＣＴｉｅｒ１が、０．３８μｇ

／Ｌでございましたので、保留基準値案１０μｇ／Ｌを下回っております。 

以上でございます。 

【森田委員長】 ありがとうございました。それではチウラムについての御意見をいただきたい

と思います。いかがでしょうか。特段御意見がなさそうですが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

【森田委員長】 それでは、これは特段問題はないということにしたいと思います。 

 続きまして、フェノキサニルをお願いします。 

【農薬環境管理室農薬企画・調査係長】 ２９ページでございます。 

フェノキサニルの物質概要については表に記載のとおりでございます。 

フェノキサニルはいもち病菌のメラニン生合成を阻害することにより殺菌効果を有する殺菌剤

でございまして、本邦の初回登録は２０００年でございます。製剤は粉剤、粒剤、水和剤、マイ

クロカプセル剤がございまして、適用作物は稲でございます。 

各種物性については、表に記載のとおりでございます。 

次のページめくっていただきまして、Ⅱ．水産動植物への毒性でございます。 

（１）として魚類急性毒性試験の結果でございますけれども、コイを用いた急性毒性試験の結

果、９６時間ＬＣ５０が１０，１００μｇ／Ｌという結果でございました。 

続きまして、甲殻類の試験結果でございます。オオミジンコを用いた急性遊泳阻害試験の結果、

４８時間ＥＣ５０が６，０００μｇ／Ｌでございました。 

次のページが、藻類の結果でございます。藻類生長阻害試験の結果は、７２時間ＥｒＣ５０が

７，０００μｇ／Ｌ超という結果でございました。 

続きまして、次のページがⅢ．環境中予測濃度でございます。 

本農薬の製剤としては粉剤、粒剤、水和剤等がございまして、稲に適用がございますので、水

田使用時の予測濃度を算出いたしました。第１段階における予測濃度を、ＰＥＣが最も高くなる

稲に粒剤を用いる以下の使用方法の場合について、表４のパラメーターを用いて算出いたしまし

た。算出した結果、水田ＰＥＣＴｉｅｒ１による結果は、４２μｇ／Ｌという結果でございました。 

次のページがⅣ．総合評価でございます。 

（１）の登録保留基準値案でございますが、各生物種ＬＣ５０、ＥＣ５０は、以下のとおりでご

ざいまして、これらから最も小さい急性影響濃度が、甲殻類でしたので、登録保留基準値案とし

ては６００μｇ／Ｌを提案しております。 

（２）のリスク評価につきましては、環境中予測濃度は水田ＰＥＣＴｉｅｒ１が、４２μｇ／Ｌ

でしたので、保留基準値案６００μｇ／Ｌを下回っているという結果でございます。 

以上でございます。 

【森田委員長】 ありがとうございました。フェノキサニルにつきまして御意見、ございません

でしょうか。こういう２，４－ジクロロフェノールの誘導体みたいなやつというのは、最近はダ

イオキシンが含まれているかどうかなんていう議論はもうないんでしたっけ。実際の製品の中に

は。 

【上路臨時委員】 よくわかりませんけれども、多分合成の過程でできる可能性のものは、ダイ

オキシンの分析を要求しているんじゃなかったですかと私は記憶していますけれども。 

【農薬環境管理室農薬企画・調査係長】 農水省の方でダイオキシンの存在の有無についてデー

タ要求されております。 

【森田委員長】 そちらはあまり心配しなくていいということでよろしいでしょうか。他に先生

方御意見ございますか。この物質については、ではよろしいでしょうか。 

（異議なし） 



- 19 - 

【森田委員長】 ありがとうございました。 

それでは、続きましてプロパモカルブ塩酸塩、お願いします。  

【農薬環境管理室農薬企画・調査係長】 ３４ページのプロパモカルブ塩酸塩でございます。 

物質概要については資料に記載のとおりでございます。 

プロパモカルブ塩酸塩は浸透性の殺菌剤でございまして、菌類の細胞膜に作用し、細胞内容物

の漏出を引き起こすことによって、殺菌活性を有する剤でございます。本邦での初回登録は１９

８９年でございまして、製剤は液剤の登録が、適用作物は野菜、たばこ、いも、花き、芝等がご

ざいます。 

各種物性については、資料に記載のとおりでございます。 

次のページから、Ⅱ．水産動植物への毒性についてでございます。 

本剤につきましては、原体を製造している会社が２社あるため、それぞれの会社から毒性試験

が提出されておりますので、生物種ごとに順に記載しております。 

まず初めに１番目の魚類急性毒性試験の結果でございます。（１）のコイを用いた魚類急性毒

性試験の結果は、９６時間ＬＣ５０が９１，９００μｇ／Ｌ超でございました。（２）もコイを

用いた魚類急性毒性試験の結果でございますけれども、９６時間ＬＣ５０が６６，８００μｇ／

Ｌ超でございました。 

次のページをめくっていただきまして、（３）のニジマスを用いた急性毒性試験の結果でござ

います。９６時間ＬＣ５０の結果は、９５，５００μｇ／Ｌ超でございました。（４）がブルー

ギルを用いた試験結果でございます。９６時間ＬＣ５０は、１００，０００μｇ／Ｌ超でござい

ました。 

続いて甲殻類の試験結果でございます。次のページになりますけれども、（１）のオオミジン

コを用いた急性遊泳阻害試験の結果が、４８時間ＥＣ５０が９５，５００μｇ／Ｌ超でございま

した。（２）のオオミジンコを用いた急性遊泳阻害試験の結果は、４８時間ＥＣ５０が１００，

０００μｇ／Ｌ超でございました。 

続きまして、藻類の結果でございます。（１）の藻類生長阻害試験の結果でございますが、３

１９，０００μｇ／Ｌが、７２時間ＥｒＣ５０の結果でございます。 

次のページにまいりまして、（２）の藻類生長阻害試験。こちらについては、７２時間ＥｒＣ

５０が８５，０００μｇ／Ｌ超という結果でございました。 

次のページがⅢ．環境中予測濃度でございます。 

製剤の種類としては液剤がございまして、適用作物は野菜、芝、たばこ、いも、花き等がござ

います。したがいまして非水田使用時の予測濃度を算出いたしました。第１段階における予測濃

度を、最も高くなるＰＥＣを算出した結果、非水田ＰＥＣＴｉｅｒ１による結果は、０．３２μｇ

／Ｌでございました。 

次のページがⅣ．総合評価でございます。 

（１）の登録保留基準値案として、各生物種のＬＣ５０、ＥＣ５０から魚類急性影響濃度を算出

いたしました。魚類については３種の生物種のデータがございますので、不確実係数は１０では

なく、４を採用し、最も小さいコイの急性毒性試験のデータを採用いたしまして、急性影響濃度

を算出いたしました。各生物種の急性影響濃度から、最も小さい甲殻類の急性影響濃度から、登

録保留基準値案１０，０００μｇ／Ｌを基準値案として提案しております。 

（２）のリスク評価でございますけれども、環境中予測濃度は非水田ＰＥＣＴｉｅｒ１０．３２

μｇ／Ｌでしたので、基準値案の１０，０００μｇ／Ｌを下回っているという結果でございます。 

以上でございます。 

【森田委員長】 ありがとうございました。この剤につきましての御意見をいただきたいんです

が、いかがでしょうか。どうぞ。 
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【井上（隆）専門委員】 １点確認だけなんですけれども、魚類の場合ですべて「超」がついた

場合には、今、コイとニジマスとブルーギルの中で一番低いコイを使うんですが、コイの値が二

つある場合には、低い方ではなくて高い方を使うということでよろしいんでしょうか。 

【農薬環境管理室農薬企画・調査係長】 先生がおっしゃったとおりでございます。別の生物種

の場合は小さい方を、同じ種類の場合で超になっている場合は大きい方をということでございま

す。 

【森田委員長】 よろしいでしょうか。いかがでしょうか。 

（異議なし） 

【森田委員長】 よろしいでしょうか。それでは原案どおりにしたいと思います。 

 次に、プロベナゾールをお願いいたします。 

【農薬環境管理室農薬企画・調査係長】 ４１ページでございます。プロベナゾールでございま

す。 

物質概要については資料に記載のとおりでございます。 

プロベナゾールについては、植物体の病害抵抗性反応を誘導することにより、殺菌効果を有す

る農薬でございまして、本邦での初回登録は１９７４年でございます。製剤は粒剤、粉粒剤、水

和剤等がございまして、稲、野菜に適用がございます。 

各種物性については、資料に記載のとおりでございます。 

次のページにまいりまして、Ⅱ．水産動植物への毒性でございます。 

１の魚類急性毒性試験の結果でございますけれども、コイを用いて実施しておりまして、９６

時間ＬＣ５０が３，４１０μｇ／Ｌという結果でございました。 

続きまして、甲殻類の結果でございます。オオミジンコを用いて急性遊泳阻害試験を実施して

おりまして、４８時間ＥＣ５０が２，７１０μｇ／Ｌでございました。 

次のページが藻類の結果でございます。藻類生長阻害試験の結果７２時間ＥｒＣ５０が３，０

７０μｇ／Ｌ超でございました。 

次のページがⅢ．環境中予測濃度でございます。 

本農薬の製剤としては粒剤、粉粒剤、水和剤等がございまして、稲及び野菜に適用がございま

すので、水田使用時及び非水田使用時それぞれ算出いたしました。 

（１）の水田使用時の予測濃度でございますけれども、表４に記載しております使用方法及び

パラメーターを用いまして算出した結果、水田ＰＥＣＴｉｅｒ１による結果が４８μｇ／Ｌでござ

いました。 

（２）の非水田使用時の予測濃度でございます。表５に記載しております使用方法及びパラメ

ーターに従いまして算出した結果、次のページでございますけれども、０．００６３μｇ／Ｌが

算出結果でございます。 

（３）でございますけれども、環境中予測濃度としては（１）及び（２）により、最も値の大

きい水田使用時の算出結果をもって、環境中予測濃度は水田ＰＥＣＴｉｅｒ１の４８μｇ／Ｌとな

ります。 

続いて次のページがⅣ．総合評価でございます。 

（１）の登録保留基準値案でございますけれども、各生物種のＬＣ５０、及びＥＣ５０から、そ

れぞれ急性影響濃度を算出いたしまして、最も小さくなる甲殻類の急性影響濃度から、登録保留

基準値案２７０μｇ／Ｌを提案しております。 

（２）のリスク評価でございます。環境中予測濃度は水田ＰＥＣＴｉｅｒ１が４８μｇ／Ｌでご

ざいましたので、保留基準値案２７０μｇ／Ｌを下回っております。 

以上でございます。 

【森田委員長】 それではこの剤につきましての御審議をお願いします。いかがでしょうか。よ
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ろしいでしょうか。 

（異議なし） 

【森田委員長】 特段御意見がないようでございますので、それではこれも原案どおりとしたい

と思います。 

 それでは、最後の剤になりますベンフルラリンお願いいたします。 

【農薬環境管理室農薬企画・調査係長】 ４７ページでございます。ベンフルラリン、農薬登録

上はベスロジンという名前で登録されております。 

物質概要については資料に記載のとおりでございます。 

ベンフルラリンは、ジニトロアニリン系の除草剤でございまして、雑草の分裂組織の細胞分裂

を阻害することにより、除草活性を有します。本邦での初回登録は１９６８年でございまして、

製剤は粒剤、水和剤の登録がありまして、適用作物は芝でございます。 

各種物性については、資料に記載のとおりでございます。 

次のページにまいりまして、Ⅱ．水産動植物への毒性でございます。 

魚類については２種の生物種で実施しておりまして、まず（１）としてコイを持いた魚類急性

毒性試験の結果、９６時間ＬＣ５０が２９μｇ／Ｌ超という結果でございました。続きまして

（２）のニジマスを用いた魚類急性毒性試験の結果、９６時間ＬＣ５０が８１μｇ／Ｌという結

果でございました。 

次のページが甲殻類の試験でございます。オオミジンコを用いた急性遊泳阻害試験を実施して

おりまして、４８時間ＥＣ５０が９６，７００μｇ／Ｌ超という結果でございました。 

３の藻類でございます。藻類の生長阻害試験の結果は、７２時間ＥｒＣ５０が２７，１００μ

ｇ／Ｌ超という結果でございました。 

次のページがⅢ．環境中予測濃度でございます。 

本農薬の製剤としては粒剤、水和剤がございまして、芝に適用がありますので、非水田使用時

の予測濃度を算出いたしました。表５に記載いたしました使用方法及びパラメーターによって算

出いたしました結果、非水田ＰＥＣＴｉｅｒ１による結果、０．０１６μｇ／Ｌが算出濃度でござ

います。 

次のページがⅣ．総合評価でございます。 

各生物種のＬＣ５０、及びＥＣ５０から、それぞれ急性影響濃度を算出いたしまして、最も小さ

い魚類の急性影響濃度から、登録保留基準値２．９μｇ／Ｌを基準値案としております。 

（２）のリスク評価については、環境中予測濃度は非水田ＰＥＣＴｉｅｒ１０．０１６μｇ／Ｌ

でございましたので、保留基準値案２．９μｇ／Ｌを下回っております。 

以上でございます。 

【森田委員長】 ありがとうございました。それではこの剤につきまして、いかがでしょうか。

ご意見はございませんでしょうか。 

（異議なし） 

【森田委員長】 よろしいでしょうか。それでは、とりあえずマージンがあるということで、原

案どおりにしたいと思います。 

 ありがとうございました。それではこれで水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準とし

ての基準設定でありますが、すべての剤、いずれの剤におきましても原案どおりということで承

認されましたので、よろしくお願いいたします。 

 それでは次に行くんですが、ちょっと５分ほど軽く休憩をとりたいと思いまして、次は４５分

ぐらいから再開したいと思います。 

 

（１５時４１分 休憩） 
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（１５時４７分 再開） 

 

【森田委員長】 さて、それではお席についていただいた段階で、再開をしたいと思います。 

引き続き議題３の（２）「水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣が定める基準の設

定について」の審議に入ります。 

それでは、事務局の方から御説明をお願いいただきたいと思います。 

【農薬環境管理室主査】 それでは、資料５をご覧ください。資料５は水質汚濁に係る登録保留

基準値案に関する資料でございます。 

 それでは、資料５に沿って１剤ごとに御説明させていただきます。 

 それでは、１ページ目のイソプロチオランについて、御説明いたします。まず、評価対象農薬

の概要について、御説明いたします。物質の概要については、こちらの表に御説明したとおりで

ございます。 

続きまして２．開発の経緯等でございますが、イソプロチオランは稲いもち病菌等に対して強

い菌糸生育阻害作用を示すジチオラン環骨格を持つ殺菌剤でございまして、本邦では現在水稲、

りんご等に対して適用がございます。 

原体の国内生産量は１８年度が９６０．４ｔ、１９年度が１，５３８．９ｔ、２０年度が９６

４．５ｔでございました。 

３．各種物性等に関しましては、表にお示ししたとおりでございます。 

それから２ページ目へ行っていただきまして、Ⅱ．安全性評価でございますが、こちらは食品

安全委員会による評価結果が出ておりまして、０．１ｍｇ／ｋｇ体重／ｄａｙという値が設定さ

れております。なお、この値につきましては、１９９７年に０．０１６ｍｇ／ｋｇ体重／ｄａｙ

という値が設定されておりましたが、この値から現在の値に変更されております。 

なお、この値は表の下欄にお示ししておりますが、イヌを用いました１年間慢性毒性試験にお

ける無毒性量１０ｍｇ／ｋｇ体重／ｄａｙを安全係数１００で除して設定されたものでございま

す。 

食品安全委員会の評価書につきましては、こちらの参考資料３としておつけしております。詳

細につきましては、時間の都合で説明は割愛させていただきますが、こちらの参考資料３を適宜

御参照お願いいたします。 

続きましてⅢ．水質汚濁予測濃度でございます。本剤につきましては、水田と非水田、いずれ

の場面でも使用されますので、それぞれの使用場面について水濁ＰＥＣを算出し、両者を合算し

て計算しております。 

まず（１）水田使用時の水濁ＰＥＣでございますが、水濁ＰＥＣが最も高くなる使用方法の場

合として、表に示しましたとおり１２％粒剤を用いて水稲に適用した場合の水濁ＰＥＣを算出い

たしました。 

それからページをおめくりいたしました３ページ目に行っていただきまして、（２）非水田使

用時の水濁ＰＥＣですが、こちらに関しましても同様に水濁ＰＥＣが最も高くなる使用方法の場

合といたしまして、表に示したように２０％水和剤を用いまして、日本芝に適用した場合の水濁

ＰＥＣを算出しております。 

そして（３）水濁ＰＥＣの算出結果でございますが、水田使用時、非水田使用時、非水田使用

時につきましては地表流出寄与分及び河川ドリフト寄与分を含みますが、を合算いたしまして、

最終的に０．１９ｍｇ／Ｌとなっております。 

それから４ページへ行っていただきまして、Ⅳ．総合評価でございます。１．登録基準値

（案）でございますが、表中下欄の算出式より算出いたしました。その結果０．２６ｍｇ／Ｌと

いう基準値（案）を提案させていただいております。なお、有効数字につきましてはこの注釈に
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ございますが、ＡＤＩは１桁でございますが、その設定根拠となりました毒性試験の無毒性量の

有効数字は２桁でございますので、登録保留基準値の有効数字を２桁といたしまして、３桁目は

切り捨てて算出いたしました。 

それからこのページの一番下をご覧ください。２．リスク評価でございますが、水濁ＰＥＣが

０．１９ｍｇ／Ｌでございまして、登録保留基準値（案）の０．２６ｍｇ／Ｌを下回っておりま

す。 

ページをおめくりいただきまして、最後に５ページ目に行ってください。最後に３．農薬理論

最大摂取量と対ＡＤＩ比を参考としてお示ししております。まず、食品からの摂取量に関しまし

ては、各食品群の残留基準値に基づきまして０．６５８７ｍｇと算出いたしました。 

また、飲料水からの摂取量は先ほどの基準値案に基づきまして、０．５２ｍｇと算出いたしま

した。本剤の農薬理論最大摂取量の最終的な対ＡＤＩ比は２２．１％、うち食品経由が１２．

４％、水質経由が９．８％となっております。 

本剤につきましての説明は以上です。 

【森田委員長】 ありがとうございました。それでは、このイソプロチオランにつきましてのご

意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。生産使用量とも多いとみえる、若干環境推

移からは出てくるような剤だと思いますが、眞柄先生、特段問題ございませんか、大丈夫でしょ

うか。 

【眞柄臨時委員】 大丈夫です。 

【森田委員長】 他の委員の先生方、いかがでしょうか。 

 それではこの物質についての基準値としては０．２６ｍｇ／Ｌという設定になります。よろし

いでしょうか。 

（異議なし） 

【森田委員長】 ありがとうございました。それでは、これは原案どおり承認ということにした

いと思います。 

 引き続きましてエスプロカルブ、お願いします。 

【農薬環境管理室主査】 それでは６ページのエスプロカルブについて、御説明いたします。 

 まず、１．評価対象農薬の概要について御説明いたします。物質の概要につきましては、表に

お示ししたとおりでございます。 

それから、２．開発の経緯等でございますが、エスプロカルブは細胞分裂阻害、特に蛋白質合

成阻害によりノビエの生育を抑制または停止させ、枯死させるものと考えられるチオカーバメー

ト系除草剤でございまして、本邦では現在水稲に対して適用がございます。また、小麦について

は現在、登録適用拡大申請中でございます。 

原体の国内生産量は、平成２０年度において６４．６ｔでございました。 

それから３．各種物性等に関しましては、表にお示ししたとおりでございます。 

 それからページをおめくりいただきまして、７ページをご覧ください。Ⅱ．安全性評価でござ

いますが、こちらは食品安全委員会による評価結果が出ておりまして、０．０１ｍｇ／ｋｇ体重

／ｄａｙという値が設定されております。この値につきましては、以前の０．００５ｍｇ／ｋｇ

体重／ｄａｙという値から現在の値に変更されております。 

なお、この値は表の下欄をお示ししておりますが、イヌを用いました１年間慢性毒性試験にお

ける無毒性量１ｍｇ／ｋｇ体重／ｄａｙを安全係数１００で除して設定されたものでございます。 

食品安全委員会の評価書につきましては、こちらの参考資料４としておつけしております。詳

細につきましてはちょっと時間の都合で割愛させていただきますが、参考資料４の方を適宜御参

照をお願いいたします。 

 それから、次に、Ⅲ．水質汚濁予測濃度でございますが、本剤につきましては水田と非水田、
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いずれの場面でも使用されますので、それぞれの使用場面について水濁ＰＥＣを算出し、両者を

合算して計算しております。 

まず（１）水田使用時の水濁ＰＥＣでございますが、水濁ＰＥＣが最も高くなる使用方法の場

合といたしまして、表に示したように７％粒剤を用いて移植水稲に適用した場合の水濁ＰＥＣを

算出いたしました。なお、本剤は表中の水質汚濁性試験等を用いまして、第２段階の水濁ＰＥＣ

を用いまして算出しております。 

 それから８ページへ行っていただきまして、（２）非水田使用時の水濁ＰＥＣでございますが、

こちらに関しても同様に水濁ＰＥＣが最も高くなる使用方法の場合として、表にお示ししたよう

に６０％乳剤を用いて、小麦に適用した場合の水濁ＰＥＣを算出いたしました。なお、非水田の

方につきましては、第１段階の水濁ＰＥＣを用いて算出しております。 

そして（３）水濁ＰＥＣ算出結果でございますが、水田使用時、こちらは第２段階の水濁ＰＥ

Ｃでございます。非水田使用時、こちらは第１段階の水濁ＰＥＣでございます。を合算いたしま

して、最終的に０．０００２２ｍｇ／Ｌとなっております。 

 それからページをおめくりいただきまして、９ページをご覧ください。Ⅳ．総合評価でござい

ます。１．登録保留基準値の案でございますが、表中下欄の算出式により算出いたしました。そ

の結果、０．０２ｍｇ／Ｌという基準値案を提案させていただいております。なお、有効数字に

ついてはこちらの注釈にございますとおり、ＡＤＩ及びその設定根拠となった毒性試験の無毒性

量の有効数字がともに１桁でございますので、登録保留基準値の有効数字を１桁といたしまして、

２桁目を切り捨てて算出いたしました。 

それから９ページの一番下でございますが、２．リスク評価でございます。水濁ＰＥＣが０．

０００２２ｍｇ／Ｌでございまして、登録保留基準値案の０．０２ｍｇ／Ｌを下回っております。 

 そして、最後に１０ページへ行っていただきまして、３．農薬理論最大摂取量と対ＡＤＩ比を

参考としてお示ししております。まず、食品からの摂取量に関しましては、平成２１年１２月開

催の薬事・食品衛生審議会における各食品群の残留基準値案に基づきまして、０．０２８４ｍｇ

と算出いたしました。 

また、飲料水からの摂取量は、先ほどの基準値案に基づきまして０．０４ｍｇと算出いたしま

した。本剤の農薬理論最大摂取量の最終的な対ＡＤＩ比は、合計で１２．８％、うち食品経由５．

３％、水質経由７．５％となっております。 

本剤につきましての説明は、以上でございます。 

【森田委員長】 ありがとうございました。それではこの剤につきましての御審議をお願いいた

します。どうぞお願いいたします。 

【井上（隆）専門委員】 有効数字について尐し気になったものですが、もとの評価書を見ます

と先ほどのイソプロチオランのときには０、２、１０、５０で試験をして、１０を有効数字２桁

として、こちらの場合は１でやって、それの有効数字は１なので１桁ということなんですが、そ

ういう解釈でよろしいでしょうか。１０というのは１桁なのか２桁なのかわからない数字なんで

すが。 

【農薬環境管理室主査】 エスプロカルブにつきましては、ＮＯＡＥＬの有効数字が１桁ですの

で、基準値につきましては有効数字１桁として計算しております。一方、イソプロチオランにつ

きましては、ＮＯＡＥＬが１０と記載されていますが、個別試験成績を見ますと２桁表示をされ

ておりましたので、基準値の有効数字を２桁として算出いたしました。 

【森田委員長】 よろしいですか。他に、委員の先生方から御意見ございますでしょうか。この

エスプロカルブにつきまして、特段の御意見がないということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

【森田委員長】 ありがとうございました。それでは、これで原案どおりということにしたいと
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思います。 

 引き続きまして、カフェンストロールをお願いいたします。 

【農薬環境管理室主査】 それでは１１ページのカフェンストロールについて、御説明いたしま

す。 

 まず、評価対象農薬の概要について御説明いたします。１．物質概要につきましては、こちら

の表にお示ししたとおりでございます。 

次に２．開発の経緯等でございますが、カフェンストロールは、超長鎖脂肪酸生合成阻害作用

により雑草を枯死させるトリアゾール環骨格を有する除草剤でございまして、本邦では現在水稲

及び芝に対して適用がございます。 

原体の国内生産量は平成１８年度が１０４．１ｔ、平成１９年度が９０．０ｔ、平成２０年度

が１１２．０ｔでございました。 

そして３．各種物性等に関しましては、こちらの表にお示ししたとおりでございます。 

 それから１２ページへ行っていただきまして、Ⅱ．安全性評価でございますが、こちらは食品

安全委員会による評価結果が出ておりまして、０．００３ｍｇ／ｋｇ体重／ｄａｙという値が設

定されております。この値につきましては、以前設定された値から変更されてはおりません。 

なお、この値は表の下欄にお示ししておりますが、イヌを用いました１年間慢性毒性試験にお

ける無毒性量０．３ｍｇ／ｋｇ体重／ｄａｙを安全係数１００で除して設定されたものでござい

ます。 

食品安全委員会の評価書につきましては、参考資料５としておつけしております。詳細につき

ましては時間の都合上で割愛させていただきますが、参考資料５の方を適宜御参照お願いいたし

ます。 

 次にⅢ．水質汚濁予測濃度でございます。本剤につきましては、水田と非水田いずれの場面で

も使用されますので、それぞれの使用場面について水濁ＰＥＣを算出いたしまして、両者を合算

して計算しております。 

まず（１）水田使用時の水濁ＰＥＣでございますが、水濁ＰＥＣが最も高くなる使用方法の場

合といたしまして、表に示したように例えば６％水和剤を用いまして水稲に適用した場合の水濁

ＰＥＣを算出いたしました。 

 ページをおめくりいただきまして、１３ページをご覧ください。（２）非水田使用時の水濁Ｐ

ＥＣでございますが、こちらに関しましても同様に水濁ＰＥＣが最も高くなる使用方法の場合と

して、表に示したように５０％水和剤を用いまして、日本芝に適用した場合の水濁ＰＥＣを算出

しております。 

そして（３）水濁ＰＥＣ算出結果でございますが、水田使用時、非水田使用時を合算いたしま

して、最終的に０．００４１ｍｇ／Ｌとなっております。 

 それから１４ページへ行っていただきまして、Ⅳ．総合評価でございます。まず１．登録保留

基準値の案でございますが、表中下欄の算出式により算出いたしました。その結果、０．００７

ｍｇ／Ｌという基準値案を提案させていただいております。なお、有効数字につきましては、下

の注釈にございますとおり、ＡＤＩ及びその設定根拠となった毒性試験の無毒性量の有効数字が

ともに１桁でございますので、登録保留基準値の有効数字を１桁といたしまして、２桁目を切り

捨てて算出いたしました。 

 それから１４ページの一番下にございますが、２．リスク評価でございます。水濁ＰＥＣが０．

００４１ｍｇ／Ｌでございまして、登録保留基準値案の０．００７ｍｇ／Ｌを下回っております。 

 最後にページをおめくりいただきまして、１５ページ目をご覧ください。３．農薬理論最大摂

取量と対ＡＤＩ比を参考としてお示ししております。まず、食品からの摂取量に関しましては、

各食品群の残留基準値に基づきまして、０．０２２５ｍｇと算出いたしました。 
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また、飲料水からの摂取量は、先ほどの基準値案に基づきまして、０．０１４ｍｇと算出いた

しました。本剤の農薬理論最大摂取量の最終的な対ＡＤＩ比は合計して２２．８％、うち食品経

由が１４．１％、水質経由が８．８％となっております。 

本剤につきましての説明は、以上でございます。 

【森田委員長】 ありがとうございました。それでは、この剤につきまして御意見をいただきま

すでしょうか。いかがでしょうか、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

【森田委員長】 ありがとうございます。それでは、特段御意見もないようでございますので、

原案どおりにしたいと思います。 

 では、引き続きましてグルホシネート及びグルホシネートＰナトリウム塩、お願いします。 

【農薬環境管理室主査】 それでは１６ページのグルホシネート及びグルホシネートＰナトリウ

ム塩について、御説明いたします。 

 まず、Ⅰ．評価対象農薬の概要について御説明いたします。物質の概要につきましては、それ

ぞれの表にお示ししたとおりでございます。なお、表の下の注釈に記載がございますが、本評価

書においてグルホシネートの酸体をグルホシネート［酸］、グルホシネートＰナトリウム塩の酸

体をグルホシネートＰ［酸］と表記することにいたします。 

 続きまして、２．開発の経緯等でございますが、グルホシネートは、グルタミン合成酵素阻害

によりアンモニアを蓄積し、植物の生理機能を阻害して殺草活性を示すアミノ酸系除草剤でござ

いまして、本邦では現在小麦、かんきつ、キャベツ、樹木等に対して適用がございます。 

原体の輸入量は、平成１８年度が８７３．２ｔ、平成１９年度が８２６．０ｔ、平成２０年度

が７３２．３ｔでございました。 

 それからページをおめくりいただきまして、１７ページをご覧ください。②グルホシネートＰ

ナトリウム塩でございますが、本剤につきましては活性本体であるＬ体を選択的に製造したもの

でございまして、こちらは本邦では現在未登録でございます。 

平成１８年１１月に新規の登録申請が出ておりまして、かんきつ、なす、トマト等に対して適

用が申請されております。 

３．各種物性等に関しましては、それぞれの表にお示ししたとおりでございます。 

 それから、Ⅱ．安全性評価でございます。こちらは食品安全委員会による評価結果が出ており

まして、グルホシネート［酸］及びグルホシネートＰ［酸］を対象といたしまして、０．００９

１ｍｇ／ｋｇ体重／ｄａｙという値が設定されております。 

なお、この値につきましては、表の下欄にお示ししておりますが、ラットを用いた２世代繁殖

試験における無毒性量０．９１ｍｇ／ｋｇ体重／ｄａｙを安全係数１００で除して設定されたも

のでございます。 

食品安全委員会の評価書につきましては、参考資料の６としておつけしております。詳細につ

きましてもこちらも時間の都合上で割愛させていただきますが、こちらの参考資料６の方を適宜

御参照をお願いいたします。 

 それから１８ページへ行っていただいて、Ⅲ．水質汚濁予測濃度でございますが、グルホシネ

ート及びグルホシネートＰナトリウム塩ともに非水田のみで使用されますので、非水田における

水濁ＰＥＣを算出しております。 

まず①として、グルホシネートについて御説明させていただきます。 

（１）非水田使用時の水濁ＰＥＣでございますが、水濁ＰＥＣが最も高くなる使用方法の場合

として、表に示したとおり１８．５％液剤を用いて樹木等に適用した場合の水濁ＰＥＣを算出い

たしました。 

（２）水濁ＰＥＣ算出結果でございますが、地表流出寄与分及び河川ドリフト寄与分をあわせ
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まして、最終的に０．０００１７ｍｇ／Ｌとなっております。 

 それからページをおめくりいただきまして、１９ページをご覧ください。②グルホシネートＰ

ナトリウム塩について御説明させていただきます。 

まず（１）非水田使用時の水濁ＰＥＣでございますが、水濁ＰＥＣが最も高くなる使用方法の

場合として、表に示したように１１．５％液剤を用いて、樹木等に適用した場合の水濁ＰＥＣを

算出いたしました。 

そして（２）水濁ＰＥＣ算出結果でございますが、こちらも地表流出寄与分及び河川ドリフト

寄与分をあわせまして、最終的に０．０００１１ｍｇ／Ｌとなっております。 

それから２０ページへ行っていただきまして、Ⅳ．総合評価でございます。１．登録保留基準

値の案でございますが、注釈の１にありますように、グルホシネート［酸］及びグルホシネート

Ｐ［酸］として表中下欄の算出式により算出いたしました。その結果、０．０２４ｍｇ／Ｌとい

う基準値案を提案させていただいております。なお、有効数字につきましてはＡＤＩの有効数字

とあわせて２桁としております。 

それからページをおめくりいただきまして、２１ページをご覧ください。２．リスク評価でご

ざいますが、グルホシネート［酸］及びグルホシネートＰ［酸］としての基準値案と、グルホシ

ネート及びグルホシネートＰナトリウム塩の水濁ＰＥＣを酸体に換算した値について比較するこ

とといたします。こちらの括弧内に酸体に換算した水濁ＰＥＣの値を示しております。グルホシ

ネートの酸体の換算値の水濁ＰＥＣが０．０００１６ｍｇ／Ｌ、グルホシネートＰナトリウム塩

の酸体換算値の水濁ＰＥＣが０．００００９５ｍｇ／Ｌでございまして、いずれも登録保留基準

値案の０．０２４ｍｇ／Ｌを下回っております。 

最後に、３．農薬理論最大摂取量と対ＡＤＩ比を参考としてお示ししております。まず、食品

からの摂取量に関しましては、今回の登録申請に当たって、まだ厚生労働省の方で各食品群の残

留基準値が設定されておりませんので、空欄とさせていただいております。飲料水からの摂取量

は、先ほどの基準値案に基づきまして、０．０４８ｍｇと算出いたしました。これは対ＡＤＩ比

の９．９％となっております。 

本剤につきましての説明は以上です。 

【森田委員長】 ありがとうございました。このグルホシネートはかなり広く使われる農薬だと

思いますが、これにつきまして御意見ございませんでしょうか。いかがでしょうか。結構、分析

もそこそこ難しい物質のような気もしますので、なかなか低濃度の測定は難しいと思いますが、

ではよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

【森田委員長】 御意見がないようですので、では、原案どおりということにしたいと思います。 

 引き続きまして、シラフルオフェンお願いいたします。 

【農薬環境管理室主査】 それでは、２２ページのシラフルオフェンについて御説明いたします。 

まずⅠ．評価対象農薬の概要について御説明いたします。物質の概要につきましてはこちらの

表にお示ししたとおりでございます。 

２．開発の経緯等でございますが、シラフルオフェンは昆虫の神経膜のナトリウムイオン透過

性を変化させまして、最終的に神経線維の興奮伝導を抑制する殺虫剤でございます。本邦では現

在水稲、かき、りんご等に対して適用がございます。 

原体の輸入量は、平成１８年度が４６．６ｔ、平成１９年度が５６．８ｔ、平成２０年度が４

７．９ｔでございました。 

３．各種物性等に関しましては、表にお示ししたとおりでございます。 

 それからページをおめくりいただきまして、２３ページをご覧ください。Ⅱ．安全性評価でご

ざいますが、こちらは食品安全委員会による評価結果が出ておりまして、０．１１ｍｇ／ｋｇ体
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重／ｄａｙという値が設定されております。この値につきましては以前設定された値から変更さ

れてはございません。 

なお、この値は表の下欄にお示ししておりますが、イヌを用いました１年間慢性毒性試験にお

ける無毒性量１１．０ｍｇ／ｋｇ体重／ｄａｙを安全係数１００で除して設定されたものでござ

います。 

食品安全委員会の評価書につきましては、参考資料７としておつけしております。詳細につき

ましてはこちらも時間の都合上で割愛させていただきたいと思いますが、参考資料７を適宜御参

照をお願いいたします。 

 次にⅢ．水質汚濁予測濃度でございますが、本剤につきましては、水田と非水田いずれの場面

でも使用されますので、それぞれの使用場面について水濁ＰＥＣを算出し、両者を合算して計算

しております。 

まず（１）水田使用時の水濁ＰＥＣでございますが、水濁ＰＥＣが最も高くなる使用方法の場

合といたしまして、表に示したように１％粒剤を用いて水稲に適用した場合の水濁ＰＥＣを算出

いたしました。 

それから２４ページへ行っていただきまして、（２）非水田使用時の水濁ＰＥＣでございます

が、こちらに関しましても同様に水濁ＰＥＣが最も高くなる使用方法の場合といたしまして、表

に示したように２０％乳剤を用いて、まつに適用した場合の水濁ＰＥＣを算出しております。 

（３）水濁ＰＥＣ算出結果でございますが、水田使用時、非水田使用時を合算いたしまして、

０．００８３ｍｇ／Ｌとなっております。 

それからページをおめくりいただきまして、２５ページをご覧ください。Ⅳ．総合評価でござ

います。１．登録保留基準値の案でございますが、表中下欄の算出式により算出いたしました。

その結果、０．２９ｍｇ／Ｌという基準値案を提案させていただいております。 

それから２５ページ目の一番下をご覧ください。２．リスク評価でございますが、水濁ＰＥＣ

が０．００８３ｍｇ／Ｌであり、登録保留基準値案の０．２９ｍｇ／Ｌを下回っております。 

最後に２６ページへ行っていただきまして、３．農薬理論最大摂取量と対ＡＤＩ比を参考とし

てお示ししております。まず、食品からの摂取量に関しましては、各食品群の残留基準値に基づ

きまして、０．３９７６ｍｇと算出いたしました。 

また、飲料水からの摂取量は、先ほどの基準値案に基づきまして０．５８ｍｇと算出いたしま

した。本剤の農薬理論最大摂取量の最終的な対ＡＤＩ比は合計で１６．７％、うち食品経由が６．

８％、水質経由は９．９％となっております。 

本剤につきましての説明は、以上です。 

【森田委員長】 ありがとうございました。それではこの剤につきまして御意見をいただければ

と思います。いかがでしょうか。オクタノール／水分配係数は大きいんですけれども、生物濃縮

性としては８１６なので、それほど大して濃縮するわけではなさそうだという、そういう感想か

もしれません。とりあえず原案どおりでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

【森田委員長】 それでは、原案どおりにしたいと思います。 

 引き続きましてスピネトラム、お願いいたします。 

【農薬環境管理室員】 ２７ページのスピネトラムについて御説明いたします。 

 まず、評価対象農薬の概要について御説明いたします。スピネトラムは、スピネトラム－Ｊ及

びスピネトラム－Ｌの混合物であり、物質概要については、それぞれの表にお示ししたとおりで

す。 

２８ページに行っていただきまして、２．開発の経緯等ですが、スピネトラムは、土壌放線菌

が産生する活性物質スピノシンに由来する殺虫剤であり、本邦では現在未登録です。 
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平成２０年６月に新規の登録申請が出されておりまして、水稲、りんご等に対して適用が申請

されております。 

３．各種物性等に関しましては、それぞれの表にお示ししたとおりです。 

 ページをおめくりいただきまして、２９ページのⅡ．安全性評価ですが、こちらは食品安全委

員会による評価結果が出ておりまして、スピネトラム（スピネトラム－Ｊ及びスピネトラム－Ｌ

の混合物）として０．０２４ｍｇ／ｋｇ体重／ｄａｙという値が設定されております。 

なお、この値は表の下欄にお示ししておりますが、イヌを用いた１年間慢性毒性試験における

無毒性量２．４９ｍｇ／ｋｇ体重／ｄａｙを安全係数１００で除して設定されたものでございま

す。 

食品安全委員会の評価書につきましては、お手元にあります参考資料８としておつけしており

ます。詳細につきましては、時間の都合で割愛させていただきますが、適宜御参照お願いいたし

ます。 

 次に、Ⅲ．水質汚濁予測濃度ですが、本剤につきましては、水田と非水田いずれの場面でも使

用されておりますので、それぞれの使用場面について水濁ＰＥＣを算出し、両者を合算して計算

しております。 

（１）水田使用時の水濁ＰＥＣですが、水濁ＰＥＣが最も高くなる使用方法の場合として、表

にお示ししましたように０．５％粒剤を用いて水稲に適用した場合の水濁ＰＥＣを算出いたしま

した。 

 ３０ページに行っていただきまして、（２）非水田使用時の水濁ＰＥＣですが、こちらに関し

ましても同様に水濁ＰＥＣが最も高くなる使用方法の場合として、表に示したように２５％水和

剤を用いてりんごに適用した場合の水濁ＰＥＣを算出しております。 

（３）水濁ＰＥＣ算出結果ですが、水田使用時、非水田使用時を合算いたしまして、最終的に

０．０００６８ｍｇ／Ｌとなっております。 

 ページをおめくりいただきまして、次のⅣ．総合評価となります。１．水質汚濁に係る登録保

留基準値（案）ですが、表中下欄の算出式により算出いたしました結果、０．０６３ｍｇ／Ｌと

いう基準値（案）を設定させていただいております。 

 ２．リスク評価ですが、水濁ＰＥＣが０．０００６８ｍｇ／Ｌであり、登録保留基準値（案）

の０．０６３ｍｇ／Ｌを下回っております。 

最後に、３２ページに行っていただきまして、３．農薬理論最大摂取量と対ＡＤＩ比を参考と

してお示ししております。まず、食品からの摂取量に関しましては、今回の登録申請に当たって、

まだ厚生労働省の方で各食品群の残留基準値が設定されておりませんので、空欄とさせていただ

いております。 

飲料水からの摂取量は、先ほどの基準値（案）に基づいて０．１２６ｍｇと算出し、これは対

ＡＤＩ比の９．８％となっております。 

本剤につきましての説明は以上です。 

【森田委員長】 ありがとうございました。それではこの剤につきましての御意見をお願いいた

します。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

【眞柄臨時委員】 登録保留基準値を出すときに、ＡＤＩの１０％を配分して数字を出すわけで

すね。それで、右側の最大摂取量は飲料水からやってくると、１０％を前提にして算出されてい

るとすれば、対ＡＤＩのうち水質経由は１０．０％にならなければならないのに、９．８％にな

っている。この辺の数値の合わせ方はどうなのですか。 

【農薬環境管理室主査】 ３１ページをご覧いただきますと、この基準値の算出方法がＡＤＩに

体重をかけて１０％配分をし２で割っているのですが、端数処理の際、切り捨てを行っておりま

すので、３２ページ目の基準値案に２Ｌ掛けると１０％に近い値にはなるのですが、尐し減って
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しまうという次第でございます。 

【眞柄臨時委員】 食品の摂取量、食品の方が出ていないから、結果的にはこういうことになる

のでしょうが、あまり見ないですよね。だから数字の丸め方の問題だけで、こういう数字になる

のだけれども、もともとの考え方は対ＡＤＩ比の１０％が自らの寄与率だとすれば、３．農薬理

論最大摂取量と対ＡＤＩ比の方も１０でないとおかしいわけですよね。もともとの考え方はそう

いうことなんだから。 

【森田委員長】 今までこういう切り下げで数字を１桁に丸めるとかというプロセスの中で多分

最大５％まで減るようなことはあるかもしれませんね。 

【眞柄臨時委員】 ７．５というのは、前にあったから。 

【森田委員長】 あります。そのぐらいのことは起こるんです。それで有効数字を２桁まで取る

と限りなく１０％に近づくんですが、今までのやり方をそのまま踏襲していると。 

 皆さんいかがでしょうか。とりあえず一応この原案どおりの数値ということでよろしいでしょ

うか。 

（異議なし） 

【森田委員長】 引き続きましてプレチラクロールお願いします。 

【農薬環境管理室員】 ３３ページのプレチラクロールについて御説明いたします。 

まず、Ⅰ．評価対象農薬の概要について説明いたします。物質概要については、表にお示しし

たとおりです。 

２．開発の経緯等ですが、プレチラクロールは超長鎖脂肪酸生合成系酵素阻害作用により、雑

草に対して主に幼芽部の伸長を抑制し増殖を抑え枯死させる酸アミド系除草剤であり、本邦では

現在水稲に対して適用があります。 

原体の輸入量は平成１８年度が１８４ｔ、１９年度が２４３ｔ、２０年度が１４１ｔでした。 

３．各種物性等に関しましては、表にお示ししたとおりです。 

３４ページに行っていただきまして、Ⅱ．安全性評価ですが、こちらは食品安全委員会による

評価結果が出ておりまして、０．０１８ｍｇ／ｋｇ体重／ｄａｙという値が設定されております。

この値につきましては、以前の０．０１５ｍｇ／ｋｇ体重／ｄａｙから変更されております。 

なお、この値は表の下欄にお示ししておりますラットを用いた２年間慢性毒性／発がん性併合

試験における無毒性量１．８４ｍｇ／ｋｇ体重／ｄａｙを安全係数１００で除して設定されたも

のでございます。 

食品安全委員会の評価書につきましては、お手元の参考資料９としておつけしております。詳

細につきましては時間の都合で割愛させていただきますが、適宜御参照をお願いいたします。 

 次に、Ⅲ．水質汚濁予測濃度ですが、本剤につきましては、水田のみで使用されておりますの

で、水田使用時の水濁ＰＥＣを算出いたしております。 

（１）水田使用時の水濁ＰＥＣですが、水濁ＰＥＣが最も高くなる使用方法の場合として、表

に示したように１２．５％フロアブル剤等を用いて移植水稲に適用した場合の水濁ＰＥＣを算出

いたしました。 

ページをおめくりいただきまして、３５ページになりますが、（２）水濁ＰＥＣ算出結果は、

最終的に０．０１６ｍｇ／Ｌとなっております。 

 Ⅳ．総合評価となります。１．水質汚濁に係る登録保留基準値（案）ですが、表中下欄の算出

式により算出いたしました。その結果、０．０４７ｍｇ／Ｌという基準値（案）を設定させてい

ただいております。 

３６ページに行っていただきまして、２．リスク評価ですが、水濁ＰＥＣが０．０１６ｍｇ／

Ｌとなり、登録保留基準値（案）の０．０４７ｍｇ／Ｌを下回っております。 

最後に３．農薬理論最大摂取量と対ＡＤＩ比を参考としてお示ししております。まず、食品か
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らの摂取量に関しましては、平成２１年７月開催の薬事・食品衛生審議会における各食品群の残

留基準値案に基づいて、０．０３３８ｍｇと算出いたしました。 

また、飲料水からの摂取量は先ほどの基準値（案）に基づいて０．０９４ｍｇと算出いたしま

した。本剤の農薬理論最大摂取量の最終的な対ＡＤＩ比は合計１３．３％、うち食品経由が３．

５％、水質経由９．８％となっております。 

本剤につきましては、以上です。 

【森田委員長】 ありがとうございました。この剤につきまして御意見をいただきたいと思いま

す。いかがでしょうか。 

（異議なし） 

【森田委員長】 原案どおりということにしたいと思います。 

 それでは次の剤、お願いします。 

【農薬環境管理室員】 ３７ページのプロピリスルフロンについて御説明いたします。 

まず、評価対象農薬の概要について御説明いたします。物質概要については、表にお示しした

とおりです。 

２．開発の経緯等ですが、プロピリスルフロンは、分岐鎖アミノ酸生合成阻害により雑草を枯

死させるスルホニルウレア系除草剤であり、本邦では現在未登録です。 

平成２０年８月に新規の登録申請が出されておりまして、水稲に対して適用が申請されており

ます。 

３．各種物性等に関しましては、表にお示ししたとおりです。 

次に、３８ページに行っていただきまして、Ⅱ．安全性評価ですが、こちらは食品安全委員会

による評価結果が出ておりまして、０．０１１ｍｇ／ｋｇ体重／ｄａｙという値が設定されてお

ります。 

なお、この値は、表の下欄にお示ししておりますが、イヌを用いた１年間慢性毒性試験におけ

る無毒性量１．１１ｍｇ／ｋｇ体重／ｄａｙを安全係数１００で除して設定されたものでござい

ます。 

食品安全委員会の評価書につきましては、お手元の参考資料１０としておつけしております。

時間の都合上割愛させていただきますが、適宜御参照をお願いいたします。 

 次に、Ⅲ．水質汚濁予測濃度ですが、本剤につきましては、水田のみで使用されておりますの

で、水田使用時の水濁ＰＥＣを算出いたしました。 

（１）水田使用時の水濁ＰＥＣですが、水濁ＰＥＣが最も高くなる使用方法の場合として、表

にお示ししましたように０．９％粒剤を用いて移植水稲に適用した場合の水濁ＰＥＣを算出いた

しました。 

ページをおめくりいただきまして、（２）水濁ＰＥＣ算出結果ですが、最終的に０．００２４

ｍｇ／Ｌとなっております。 

 次に、Ⅳ．総合評価となります。１．水質汚濁に係る登録保留基準値（案）ですが、表中下欄

の算出式により算出いたしました。その結果、０．０２９ｍｇ／Ｌという基準値（案）を設定さ

せていただいております。 

４０ページに行っていただきまして、２．リスク評価ですが、水濁ＰＥＣが０．００２４ｍｇ

／Ｌであり、登録保留基準値（案）０．０２９ｍｇ／Ｌを下回っております。 

最後に、３．農薬理論最大摂取量と対ＡＤＩ比を参考としてお示ししております。まず、食品

からの摂取量に関しましては、今回の登録申請に当たって、まだ厚生労働省の方で各食品群の残

留基準値が設定されておりませんので、空欄とさせていただいております。 

飲料水からの摂取量は先ほどの基準値（案）に基づいて０．０５８ｍｇと算出し、これは対Ａ

ＤＩ比の９．９％となっております。 
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本剤の説明は、以上です。 

【森田委員長】 ありがとうございました。それではこの剤につきまして、御意見をいただきた

いと思います。いかがでしょうか、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

【森田委員長】 ありがとうございます。それでは、原案どおりにしたいと思います。 

 今度は最後の剤かな。ブロモブチドをお願いします。 

【農薬環境管理室員】 ４１ページのブロモブチドについて御説明いたします。 

まず、評価対象農薬の概要について説明いたします。物質概要については、表にお示ししたと

おりです。 

２．開発の経緯等ですが、ブロモブチドは、植物の細胞分裂の阻害によって、根部あるいは茎

葉部の伸長を阻害して雑草を枯死させるアミド系除草剤であり、本邦では現在水稲に対して適用

があります。 

原体の輸入量は平成１８年度が４９７ｔ、１９年度が４８４．８ｔ、２０年度が５５６ｔでし

た。 

３．各種物性等に関しましては、表にお示ししたとおりです。 

次のページ、４２ページに行っていただきまして、Ⅱ．安全性評価ですが、こちらは食品安全

委員会による評価結果が出されておりまして、０．０４ｍｇ／ｋｇ体重／ｄａｙという値が設定

されております。この値につきましては、以前の０．０１７ｍｇ／ｋｇ体重／ｄａｙから変更さ

れております。 

なお、この値は表の下欄にお示ししておりますが、ラットを用いた２世代繁殖試験における無

毒性量４．０ｍｇ／ｋｇ体重／ｄａｙを安全係数１００で除して設定されたものでございます。 

食品安全委員会の評価書につきましては、お手元にございます参考資料１１としておつけして

おります。適宜御参照をお願いいたします。 

 次に、Ⅲ．水質汚濁予測濃度ですが、本剤につきましては、水田のみで使用されておりますの

で、水田使用時の水濁ＰＥＣを算出いたしました。 

（１）水田使用時の水濁ＰＥＣですが、水濁ＰＥＣが最も高くなる使用方法の場合として、表

に示したように５％粒剤等を用いて移植水稲に適用した場合の水濁ＰＥＣを算出いたしました。 

１ページをおめくりいただきまして、４３ページの（２）水濁ＰＥＣ算出結果ですが、最終的

に０．０３６ｍｇ／Ｌとなっております。 

 次に、Ⅳ．総合評価。１．水質汚濁に係る登録保留基準値（案）ですが、表中下欄の算出式に

より算出いたしました。結果、０．１０ｍｇ／Ｌという基準値（案）を設定させていただいてお

ります。なお、有効数字については、ＡＤＩは１桁ですが、その設定根拠となった毒性試験の無

毒性量の有効数字は２桁ですので、登録保留基準値（案）の有効数字を２桁とし、３桁目を切り

捨てて算出いたしました。 

４４ページに行っていただきまして、２．リスク評価となります。水濁ＰＥＣが０．０３６ｍ

ｇ／Ｌであり、登録保留基準値（案）の０．１０ｍｇ／Ｌを下回っております。 

最後に３．農薬理論最大摂取量と対ＡＤＩ比を参考としてお示ししております。まず、食品か

らの摂取量に関しましては、各食品群の残留基準値に基づいて０．５０６ｍｇと算出いたしまし

た。 

また、飲料水からの摂取量は、先ほどの基準値（案）に基づいて０．２０ｍｇと算出いたしま

した。本剤の農薬理論最大摂取量の最終的な対ＡＤＩ比は合計３３．１％、うち食品経由２３．

７％、水質経由９．４％となっております。 

本剤につきましては、以上です。 

【森田委員長】 ありがとうございました。それではブロモブチドにつきまして御意見をいただ
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きたいと思います。いかがでしょうか。特段の問題はなさそうでしょうか。 

（異議なし） 

【森田委員長】 よろしいでしょうか。それでは原案どおりにしたいと思います。 

 本日のこの水質汚濁の健康項目についての安全性評価の議論は、ほぼすべての物質について一

応終わったんですが、全体通しまして何か御意見ございますでしょうか。どうでしょうか、よろ

しいでしょうか。グルホシネートについては、一応水田には適用がないということで理解してよ

ろしいでしょうか。 

【農薬環境管理室主査】 はい。農水省にもそう確認しております。 

【森田委員長】 ということで、これにつきましては水田以外のところで水濁ＰＥＣを出してい

ますので、結果的には軽くクリアするような、そういう構造になっています。 

 ありがとうございました。それでは、本日、いろいろな物質についての御審議をいただきまし

たが、ほぼすべての物質について原案どおりということにしたいと思います。それからリン系の

農薬の一つにつきましては、若干の熱心な御議論をいただきまして、ありがとうございました。

これについては何らかの形で記録にとどめておいていただければと思います。 

 それでは、一応設定についての審議はこれで終わりたいと思いますので、事務局の方から今後

の予定などについての御紹介をお願いいたします。 

【農薬環境管理室主査】 それぞれの議題において御了解いただきました農薬の登録保留基準値

につきましては、行政手続法の規定に基づきまして、今後パブリックコメントを１カ月ほど実施

いたします。その結果、もし仮に何か意見が寄せられた場合につきましては、委員長に再度農薬

小委員会で審議を行うかどうかを御相談いたしまして、御判断いただくことにしたいと思います。

再審議の必要がない場合は部会長の同意を得、部会報告となりまして、さらに中央環境審議会長

の同意が得られればそれで答申となります。そして答申の後、告示として基準値を公布させてい

だきます。 

【森田委員長】 それでは最後に議題のその他といたしまして、事務局の方からゴルフ場使用農

薬の暫定指導指針の改正についての報告がありますので、御説明をお願いいたします。 

【農薬環境管理室農薬企画・調査係長】 それでは、参考資料１２について報告させていただき

ます。 

 「ゴルフ場使用農薬の暫定指導指針の改正について」でございます。参考資料、正式名称は

「ゴルフ場で使用される農薬の水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」と申します。参考資料２枚

めくっていただきますと、別添として指針を添付しております。２０年以上前になりますけれど

も、ゴルフ場で使用される農薬について問題となった際に、ゴルフ場で使用される農薬による水

質汚濁の防止を図るために、地方公共団体が水質保全の面から、ゴルフ場を使用する際に参考と

なるように定められたものでございます。平成２年に定められてから、何回か改正をしておりま

して、参考資料１２の１ページ目に戻っていただきまして、平成２年に定められてから平成３年、

平成４年、平成９年、平成１３年と改正しておりまして、尐しずつ指針値を追加しているところ

でございます。 

 ２．改正の必要性でございますけれども、現行の指針値は現在４５農薬ございますけれども、

最終改正が平成１３年ということで、かなりの年月が経過をしておりまして、その間に新規の農

薬も登録されておりまして、また失効した農薬もございます。またゴルフ場における使用農薬の

傾向も変化していることを踏まえますと、改正が必要と考えております。 

 ３番目の改正の方針でございますけれども、まず（１）として、①でございますが、ゴルフ場

での使用状況等を踏まえ、新たに指針値設定農薬の追加を行います。また既存の指針値を設定し

ている農薬につきましても、安全性評価状況を踏まえまして指針値の変更を行いまして、また登

録状況を踏まえて指針値の削除を行います。また、②になりますけれども、今回追加する農薬に
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つきましては、新たに一斉分析法を策定しまして、都道府県の負担軽減を図ることとしまして、

既存の指針値設定農薬についても、この一斉分析法に可能な限り盛り込むことといたします。ま

た、一斉分析法の実施が不可能な場合には、個別分析法を策定することとしております。また、

分析法の策定に当たりましては、７名の専門家からなる分析法検討会を設置しておりまして、本

委員会からも安藤委員、上路委員、中村委員に御参画いただきまして、分析法を検討いただいて

いるところです。 

 続いて（２）の指針値設定農薬追加等についての改正方針でございます。まず①として、対象

農薬の範囲でございますが、まず現行の指針対象農薬につきましては、通知において「全国的に

見て主要なものを選定」したとされておりまして、全国のゴルフ場での使用状況を踏まえまして、

追加設定を行うとします。 

次に、指針値を設定するためにはＡＤＩが必要でございますけれども、芝等適用農薬の中には

食用作物への適用がないため、長期試験がございませんので、ＡＤＩが設定されていない農薬が

ございます。一方、平成１７年８月に水質汚濁に係る農薬登録保留基準を改正しまして、今後食

用、非食用かかわらず、すべての農薬についてＡＤＩの設定がなされる予定でございます。 

また、本通知におきましては、「指針値の設定に当たっては現在得られている知見等を基に、

人の健康の保護に関する視点を考慮」したとされていることから、今回は既にＡＤＩの設定がさ

れている農薬について優先的に追加設定を行うことといたします。なお、今後環境省が定める非

食用専用農薬の暫定ＡＤＩの整備状況にあわせて、適宜見直ししていくことといたします。 

 ②のＡＤＩの配分でございます。水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に当たっては、飲料

水経由の曝露の配分はＡＤＩの１０％を原則とされていることから、ゴルフ場の使用農薬の暫定

指導指針値の設定に当たっても同様に１０％配分を原則といたします。 

 次が③になりますけれども、具体的な対象農薬でございます。今回指針値の追加を行う農薬は、

安全性評価状況、ゴルフ場での農薬の使用状況、ゴルフ場排水の調査実態、分析法等を勘案しま

して、以下の３３農薬、殺虫剤については８農薬、殺菌剤が１６農薬、除草剤等９農薬を指針値

の追加の候補としております。 

 次のページへ続いてしまうんですけれども、続いて④の削除対象農薬でございます。今回、一

般に農薬の有効期限は３年程度ということから、平成２２年４月１日から逆算しまして、登録が

失効してから４年以上が経過している、かつ水質調査結果において過去３年間検出されなかった

２農薬を今回指針値から削除したいと考えております。 

続いて、⑤が指針値の変更でございます。前回の平成１３年の指針改正時からＡＤＩが変更と

なった１７農薬、殺虫剤が３農薬、殺菌剤が７農薬、除草剤等については７農薬について、最新

のＡＤＩに基づきまして指針値の変更を行うとしております。 

次のページにまいりまして、新たに設定する農薬、見直す農薬等ございまして、最終的には新

規設定が３３農薬で、既存の指針値設定が４５農薬で、そこから削除する２農薬を除きますと、

改正後は合計７６農薬となります。 

（３）が今後のスケジュールでございます。今回、本日農薬小委員会で報告した後に、指針値

案についてパブリックコメントを実施いたします。その後３月３０日に土壌農薬部会が開催され

ますので、そちらで報告いたしまして、年度が明けてから都道府県に改正の通知をしたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

【森田委員長】 ありがとうございました。どうぞ。 

【井上（隆）専門委員】 報告なので、多分言うのであればパブリックコメントで言わなくては

いけないのかもしれないんですけれども、この指針値案がＡＤＩの１０％を配分しているんです

が、ゴルフ場で例えば３ページの３０番のカフェンストロールで０．０７というのは、今回の水
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濁法の基準に同じのがあるんですけれども、０．００７の１０倍希釈されるから０．０７が改正

基準だとされています。そうするとゴルフ場からその場所で０．００７になって、かつ水田と非

水田から出てくるのが今回０．００７を認めていますので、足すとそこの場所では２倍の０．０

１４になる可能性もあります。理解していただいていますでしょうか。そういうことでも問題は

ないんでしょうか。 

【農薬環境管理室長】 すみません、ちょっと最後まで理解できたかどうか別なんですけど、通

常排出、工場なんかも含め基準の１０倍掛けてやりますので、ゴルフ場についての排出というの

は、ゴルフ場の中に地下が水管が走っていて、ため池みたいなものがあって、そこに水をためて

おいて、それから流すというシステムをしています。この排水基準についてはゴルフ場の下流の

ため池の基準というふうに考えていただいて、ですから、流れていけば１０分の１になるという

前提です。 

【井上（隆）専門委員】 それで、まず環境基準点のところを公共用水域のある地点を考えたら、

そこが１０倍希釈されるというので排出基準が決められているということなので、環境基準点で

ＡＤＩを１０％配分の０．００７になる可能性があるということです。この考えでゴルフ場の排

出指針が決められていると。一方こちらの水田、非水田の方でも出てくるという前提で、あの基

準が決められているので、可能性としては足された値の濃度になる可能性がその基準点ではある

と思います。それを同じ農薬、今度、前の衛生害虫に使うようなものじゃなくて、登録される農

薬についてですので、一括してそこでの基準値が０．００７以下になるような担保する方法で管

理する必要があるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

【農薬環境管理室長】 水質汚濁の基準をつくる際は、畑地に散布する場合も最大容量で見てい

ますので、例えば芝に適用があって芝にそれが最大のＰＥＣになるのであれば、それを足してや

っているわけです。水田と非水田を足してやっているので、当然それはゴルフ場も含んでいると

いう概念と考えていただきたいと思います。 

【井上（隆）専門委員】 ただ、Ｔｉｅｒ１のモデルではゴルフ場を含んでいなくて、畑地とい

うことでＴｉｅｒ１が計算されていまして、今回の場合の１４ページですと、そのＴｉｅｒ１で

計算された値として０．００４１というのが出ていますので、最低限０．００７と０．００４１

を足すと、０．０１幾らになるんで、それも考慮して決める必要はないんでしょうか。 

【眞柄臨時委員】 今、井上先生が言われたことと関係するんですが、私たちは報告を聞く立場

ですからわからないんですが、例えば２ページの、「今回指針値の追加を行う農薬は、安全性評

価状況、ゴルフ場での農薬の使用状況、ゴルフ場排水の調査実態、分析法等を勘案し」と書いて

あるんですが、ここのところを見せてくださらないと、今、井上さんが言われたようなことが起

きる可能性があるかどうかという判断ができないです。 

現に、幾つかのものはこれに出てきますけれども、ゴルフ場で使われていないものがかなりあ

る、あるいは使われていたとしても非常に尐ないから、この濃度になることがないから、これに

入れても大丈夫だという、そういうところを見ないと、ただこれだけでいいですよと言われても

判断のしようがないんで、だからパブコメで言うしかないのかなと思っていたんですが、井上先

生が今、そういうふうにおっしゃってくださったんだとすれば、そこら辺りのデータ、特に使用

実態と、それから安藤先生が分析法に入っておられるからいいのかもしれないけど、一斉分析法

でやるんだったら幾ら項目増えたって、ワンバッチの分析でできるからいいんですが、もしガス

マス、液マス何なりと三つの一斉分析法でかぶさないと全部の農薬ができるかできないかとか、

そういうところまで示していただかないと、これだけの数をいわゆるゴルフ場農薬としてある種

の規制に対象する妥当性の判断はできない。だから、検討委員会でそういうところまで見てやり

ましたと言われれば、ああそうですかしか申し上げようがないということです。 

【山本臨時委員】 今、パブコメでという話で私もどうしようかなと思っていたんですけども、
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全然別の話です。さっきまで水産動植物とそれから水濁と両方、登録保留基準をここでいつも決

めているというのに今ごろ何を言うのかという話かもしれませんが、例えば今日クロルピリホス

で尐し議論があったんですが、このゴルフ場使用農薬の暫定指針をこの濃度でいきますと、コイ

が何匹か浮くわけです。前に一番最初、これ平成２年に決められたときも確かキャプタンかなん

かの魚毒性が結構強くて、そういうような、この水は飲んでも大丈夫ですよといっても、魚が浮

いている水を飲んで大丈夫と言われて一般的にどうなのでしょうか。理論的にはもちろんいいん

でしょうけども。 

ですから、これ冒頭申し上げたように、水濁の方の登録保留基準と水産動植物の登録保留基準、

ここをどういうふうに考えたらいいのかなというところが、ちょっといつも気になっておりまし

て、たまたま今日ゴルフ場農薬の話が出たので、尐し発言をしました。 

【森田委員長】 どうもありがとうございました。環境省は何か御意見ございますか。 

【農薬環境管理室長】 検討会で見ているというのであればという話がありましたが、安藤先生

中心に、今ゴルフ場で使われている農薬の全部のデータを数ヶ月かかって整理して、順番づけし

て、１００位ぐらい出したのかな。それでどれをしようか、どの農薬をしようか、それからあと

は今までのゴルフ場の検査をしたときに、農薬が見つかったもの、見つからないものを見て、そ

れとあと、分析法についても、実は一つだけ本当は入れたいのが抜けています。なぜかというと

標準品が日本の国内では販売されていないので分析できないとか、そういう精査をした上でこれ

は出したつもりでございます。ただ、農薬小委員会の方で再度見たいというのであれば、また尐

し考えさせていただきたいなというふうに思いますのが、１点と。 

 それから、あと水産動植物については、何度かそういう議論も確かにあるんですけれども、そ

うすると水産動植物に基準ができているのもありますけども、それに１０倍掛けるという形にな

るんですかね。できていないのもありますよね。その辺の整理がまだ途中段階なのでできていな

くて、今回のゴルフ場の指針値については、平成２年からずっと単純な農薬の追加・削除を続け

ていますので、私ども今回も単純な農薬の追加・削除を実施して、そこまで考えていないという

のが１点。 

 それからＰＥＣの話、いま一つぴんと来ないところがあって、例えば今回資料５の１３ページ

では芝で実は水濁ＰＥＣを出していまして、それで計算していますので、こういうのも当然ゴル

フ場含みだと私は思うんですが、どうも頭の中が井上先生の発言、私には理解できないところが

ありまして。 

【井上（隆）専門委員】 ではもう一度、水濁ＰＥＣの計算では、モデルで100平方キロメート

ルの中でどれだけ畑があって水田があるかというのが決められていますが、その畑の中にはゴル

フ場が含まれていないはずなんです。 

【農薬環境管理室長】 そういう意味ですね。 

【井上（隆）専門委員】 そういう意味です。ですから、その流域に畑とゴルフ場が両方あった

場合には、ゴルフ場からは０．００７の濃度が出てくる可能性があるということです。 

【農薬環境管理室長】 わかりました。 

【眞柄臨時委員】 ですから、基本的には農薬取締法の対象になっている使用を前提にしたのが、

ゴルフ場以外の農薬であって、ゴルフ場は農薬取締法と全然関係のないジャンルで使われている

農薬が出てくるから、それに対して環境としてどういうふうに指導するかというのが、平成２年

のつくったときのスタートですから、ですからゴルフ場の農薬の話と、これの前までの議論を話

していたのと全く別のことです。それを現実にいくと井上先生みたいなことが起きる可能性はあ

る、それはもう事実そうなんだから。それはそれでそういうものだというふうに理解してかから

ないと、またそれはそのとおり起きますよというふうに言うしかないんです、それは。 

【農薬環境管理室長】 まず農薬についての平成２年当時と現在の違いは、平成２年当時は確か
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にゴルフ場で使われる農薬は、農薬登録は要るのか要らないのかというたしか議論があって、私

もうろ覚えですが、その後ゴルフ場で使う農薬はすべて農薬登録すると。農薬登録しない場合は

使えないという形になっていますので、そこは当時とは考え方が変わっています。ですからゴル

フ場で使われる農薬は、すべて登録されているというのが実態だと思います。 

【眞柄臨時委員】 だから登録はされているけど、ＰＥＣの枠組みの中には入っていないという

ことなんです。 

【農薬環境管理室長】 確かにＰＥＣの枠組みの中には「非水田農地」という枠組みでやってい

ますので、当時ゴルフ場を入れたかどうかというのはよく調べてみないとわからないのですが、

多分入っていないと思います。ただ、ゴルフ場を入れたときにどうするかという話になると、ト

ータルになりますので、今の水濁ＰＥＣの考え方を根本的に見直して農薬の普及率だとか、全部

を変えなくちゃいけないものですから、そうなるとまたなかなかできないなというのが正直なと

ころです。 

【眞柄臨時委員】 だからここで言う（２）③のときの使用状況だとか、その辺の情報がないと、

こういうものを足すのが妥当かどうか、そしてそれの指針値案がこの数値で食品経由の１０％の

ＡＤＩでいいのかというところを検討しないと、行政的に混乱が起きる可能性があるんじゃない

かということを私も感じますし、井上先生もそれを言っておられるんでしょう。 

【井上（隆）専門委員】 ありがとうございます。 

【安藤専門委員】 今、井上先生もおっしゃった、あるいは眞柄先生もおっしゃったことは非常

に重要で、それは一応封印しているんですよ、どちらかというと。どっちみちそういう議論とい

うのはしていかないとまずいだろうなというふうには思うんです。医薬部外品のそういうお話も

入ってくるし、そろそろもうそこに入ってきてもいいかなというふうにも思います。確かにこの

ゴルフ場農薬のこれをつくったときは、非常に斬新的なお話だったと思うんです。それがそのま

ま来て、我々も機械的にやってきたということになりますので、そろそろそういうことについて

ちょっとお考えをいただいた方がいいかなと、そういうふうな気がいたします。 

【森田委員長】 ありがとうございました。とりあえずじゃあパブリックコメントに応答してい

ただいて、尐しお考えいただくということにしたいと思いますので。それでは今日の議論、これ

で終わりたいと思います。最後に大友室長の方から何かございますか。 

【農薬環境管理室長】 ゴルフ場の関係ですが、パブコメに出していただくという手もあるんで

すが、尐し検討をさせてください。パブコメにするかもう１回皆さんに御議論いただくか。とい

うのは、私どもは実はこのペーパーをつくるために３年かけているんです。できるだけ延ばした

くなくて、６月ぐらいから農薬が盛んに使われるようになるので、５月には出せという至上命題

で動いてきたものですから、新たに資料が必要だとなると、また遅れてしまうなというのが実は

ありまして。 

【山本臨時委員】 課題として考えられて、次回追加とか削除とかというふうに考えるぐらいの

ことでいいんじゃないの。今直して。 

【農薬環境管理室長】 それでよろしければ、相当な時間かけたものですから、これは全国の農

薬を全て分析して、それだけで何ヶ月もかかったり、あと分析法を開発するのに２年かかってい

るもので、もしそれでよろしければ本当、進ませていただきたいんですけど、また土壌農薬部会

で同じことを言われるかもしれないんですけど。ただパブコメはもう始めようと実は思っていま

して、土壌農薬部会に入る前に。どうしたらいいか、もう１回延ばしてでも検討しろというのな

ら検討しますし。 

【井上（隆）専門委員】 今回のＡＤＩの１０％改定、それはそれで出していただいていいと思

うんですけれども、そのゴルフ場ができた当初とまた違う点で、水産動植物の登録保留基準、あ

るいは水濁法上の登録保留基準というのができてきていますので、それと整合性を合わせた全体
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としてゴルフ場をどうするかという考え方で、新たに指針をどうするかを見直すことを始めてい

ただければと思いますという、それだけ。 

【農薬環境管理室長】 つまり今回はこれでいいけれども、次回までに勉強しておけよというふ

うに取ってよろしいんでしょうか。 

【上路臨時委員】 非常にいろんな委員会に出ていまして、この基準をつくるときにすごく都合

よくＡＤＩを使うんです。ＡＤＩの中の１０％は水、１０％は土というようにやるから、水のと

ころは本当は１０％なんだけれども、あっちのものもこっちのものも全部１０％を使うから、そ

れがオーバーしてしまうのではないかなというふうに、そういう気がします。だから他のもので

も、今他で検討しているのもＡＤＩの１０％使っていますよね。そうするとそういう加算されて

しまうと、本当に１０％プラス１０％の超えてしまうのかという疑問がわくことは事実だと思う

んです。 

それで、今回このゴルフ場に関しては、確かにえいやとやらなくてはいけないという安藤先生

の気持ちもありますし、そこはいいんですけども、３月にもう１回土壌農薬部会がありますよね。

その時までには尐なくとも今３３農薬ですか、それの大体の実態ぐらいは濃度はこれぐらいなん

ですよというのがわかるぐらい出していただいた方が理解していただけるんじゃないですか。 

【農薬環境管理室長】 わかりました。１点上路先生がおっしゃられた１０％配分、１０％配分

とやっていくと３０になるんじゃないかとか、そういう懸念は確かにございますけども、先ほど

から水濁の議論聞いていただいたらわかるとおり、実態のＰＥＣというのは非常に低いし、あと

食品においても最大理論値でさえ非常に低くて、バスケット方式でいくとその１０分の１、２０

分の１になるというのは、上路先生ご存じだと思いますので、私どもはそれほどそんなに心配は

していないんですけれども、いずれにせよ上路先生おっしゃったようなデータを、土壌農薬部会

には出せるように準備したいと思います。 

【森田委員長】 今日はこれで終わりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

 


